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第1章  はじめに 
 

（１）趣 旨 

 

１ 計画作成の必要性と義務 

水防法、土砂災害防止法及び津波防災地域づくり法では、洪水・内水・高潮による浸水想

定区域又は土砂災害警戒区域等並びに津波災害警戒区域内に位置し、市町防災計画に名称

及び所在地が定められている要配慮者利用施設（※１）においては避難確保のための計画

の作成及び避難訓練の実施が義務付けられています。 

 

 

（※１）…要配慮者利用施設は、社会福祉施設(老人福祉施設、介護保険施設、有料老人ホーム等

も含む)、学校、医療施設等 

（※2）…水防法・土砂災害防止法で規定する浸水想定区域又は土砂災害警戒区域等並び

に津波防災地域づくり法に規定する津波災害警戒区域内に立地する要配慮者利

用施設 

 

２ 水防法・土砂災害防止法による義務がない施設について 

市町の地域防災計画に施設名及び住所が掲載された施設については、計画策定や訓練実施

の義務があります。 

しかし、近年の頻発・激甚化する各種災害を鑑み、市町の地域防災計画に記載のない施設で

あっても、災害危険度が高い区域内にある施設については、積極的な避難確保計画の作成、

訓練実施をお願いします。 

 

３ 津波浸水想定区域内に立地する施設について 

「津波浸水想定区域」は、災害が想定されている当該区域であるため、「津波浸水想定区

域」内にある施設についても、早期に津波避難に関する計画を作成し、継続的に訓練と計

画の見直しを実施していきましょう。 

なお、三重県では令和6年度から「津波災害警戒区域」の指定に向けて調査を進めてい

きます。 

 

４ 計画策定時期 

いつ発生するかわからない災害に備えるため、早期策定をお願いします。なお、施設 が所在

する市町村による提出期限の定めがある場合は、当該期限までにご提出ください。 

 

災害危険度が高い区域（※2）内

の施設 

・避難確保計画作成と提出（義務） 

・避難訓練の実施と報告（義務） 
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（２）計画作成から提出までの手順 

１ 施設が災害危険度が高い区域内にあるか否かの確認 

施設が災害危険度が高い区域内にあるか否かは、市町が公表しているハザードマップ又

は本手引き１５ページの確認方法により確認してください。 

なお、洪水に関する確認については、施設が所在する市町のすべての河川について確認し

てください。また、市町境に施設が所在するのであれば隣接市町村の河川についても確認して

ください。 

（確認方法） 

・市町が公表しているハザードマップ →各市町HPや市町担当窓口へ確認 

 （※わがまちハザードマップからも市町公表のハザードマップをご覧いただけます） 

・国土交通省HP「ハザードポータルサイト」より、「かさねるハザードマップ」等で確認 

 

（施設が災害危険度が高い区域内・区域外の措置） 

区域内と区域外の場合によって、次のとおり取り扱いが異なります。 

 

災害危険度が高い区域内 ⇒ 避難確保計画の作成は義務 

災害危険度が高い区域外 ⇒ 避難確保計画の作成は任意 
 

 
２ 避難確保計画の内容の検討と記載 

○ 避難確保計画で検討すべき内容 

避難確保計画は、次の内容を検討し、記載する必要があります。 

① 防災体制 

② 情報収集・伝達 

② 利用者の避難の誘導 

③ 避難の確保を図るための施設の整備 

④ 防災教育及び訓練の実施 

⑤ 自衛水防組織を置く場合、 

・自衛水防組織が行う業務に係る活動要領 

・自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練の実施 

・その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項 

 
〇計画様式・作成方法について 

三重県では、基本的に国土交通省が公表している計画様式にて計画を作成するようにお願

いしています。ただし、市町独自に定めがある場合は、各市町が定める計画様式により作成

してください。 

また、計画の作成にあたり、単に様式に記載を埋める「作業」ではなく、計画を「検討」し、

検討した内容を記載していただけるように手引きを作成しております。 

本手引きでは、国土交通省が公表している計画様式にて作成していただく内容で構成し

ておりますが、具体的な計画作成に際しては、市町毎の特性や施設の実態に即した実効性
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のある計画となるよう、必要な項目の選別と検討を加えて作成する必要があります。 

 

３ 市町への計画提出 

提出方法について市町独自に定めがない場合は、報告様式に、作成した計画を添付し、施設が所

在する市町の担当部局窓口に提出してください。 
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（３）本手引の頁構成 

以下、第２～３章において、計画様式に合わせて、以下の項目順に節を分けて構成しています。 

 

章 節 項目名称 様式 ページ 

２ （１） 
 表紙 表紙 9 

 目次 目次 9 

 

３ （１） 

１ 計画の目的 様式１ 13 

２ 施設の概要 様式１ 13 

３ 施設が有する災害リスク 様式１ 13 

（２）-1 ４ 防災体制（共通1） 様式２ 21 

（２）-2 ４ 防災体制（共通２） 様式２ 27 

（２）-3 ４ 防災体制（洪水等） 様式２ 29 

（２）-4 ４ 防災体制（土砂） 様式２ 35 

（２）-5 ４ 防災体制（高潮） 様式２ 39 

（２）-6 ４ 防災体制（津波・短） 様式２ 43 

（２）-7 ４ 防災体制（津波・長） 様式２ 47 

（３） ５ 情報収集・伝達 様式３ 49 

（４） ６ 避難誘導 様式４ 55 

（５） 
７ 避難に必要な設備の整備 様式５ 59 

８ 避難に必要な装備品や備蓄品の整備 様式５ 59 

（６） ９ 防災教育及び訓練の実施に関する事項 様式６ 61 

（７） １０ 自衛水防組織の業務に関する事項 様式７ 65 

（８） １１ 利用者緊急連絡先一覧表 様式８ 67 

（９） 
１２ 緊急連絡網 様式９ 69 

１３ 外部機関等の緊急連絡先一覧表 様式10 69 

（１０） １４ 対応別避難誘導一覧表 様式11 71 

（１１） １５ 防災体制一覧表 様式１２ 73 

（１２） 別紙１ 避難先までの避難経路図 別紙１ 75 

（１３） 別紙２ 施設建物内の避難経路図 別紙２ 77 

（１４） 別紙３ タイムライン 別紙３ 77 

（１５） 

 自衛水防組織活動要領 別添 79 

 自衛水防組織の編成と任務 別表１ 79 

 自衛水防組織装備品リスト 別表２ 79 
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○ページ構成の見方 

＜見開き＞ 

 

 

 

 

 

＜参考情報等＞各見開きの次頁以降に掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各様式の記載例 
項目ごとの目的と 

検討のポイント（チェックリスト形式） 

項目番号の対応 

各ポイントNo.

に対応 
検討ポイント毎の

チェックボックス

検討のポイント・対応す

る参考情報等を記載 
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第２章 作成に係る準備 

（１）表紙・目次 

  

【施設名：

このエクセルファイルの使い方
作業シートの必要な項目を記入してください。
記入する場所は桃色の空欄で示しています。
様式２は対象となる災害のみ記入してください。
自衛水防組織を設置する場合と設置しない場合があるので、目次を参考に作成してください。
記入が終わったら、不要な行を削除してください。

記載例

社会福祉施設
避難確保計画

○○○○

42024 月作成年

】

　対象災害：水害（洪水　雨水出水　高潮　津波）
　　　　　土砂災害（がけ崩れ・土石流・地すべり）

① 

② 

③ 
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項目番号 様式の目的 

表紙 計画書の表紙を作成する 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 

・施設が有する災害リスクを以下のいずれか

の方法で確認しましょう。 

１）市町が配布するハザードマップ  

ハザードマップは、市町が配付しています。市

町村のウェブサイトでも確認できます。 

２）わがまちハザードマップ・かさねるハザー

ドマップ 

国土交通省のハザードマップポータルサイトか

ら「わがまちハザードマップ」や「かさねるハザ

ードマップ」でも確認できます。 

・対象災害の入力方法

について、◆補足を確

認してください。 

□ ② 
施設名称を記載しましょう。どこの施設のため

の計画なのかを明示します。 
 

□ ③ 

作成年月を記載しましょう。 

計画は都度見直すため、いつの計画なのか、

最新の計画かどうかがわかるよう記載してお

きます。 

 

    

◆補足 

 

・国土交通省様式は、エクセルファイ

ルです。ファイル中「対象災害選択シ

ート」にて、「対象災害」と「自衛水防

組織」の有無をチェック（○又は×を

選択）することで、表紙や様式１等の

一部部分が自動で入力されます。 

※表紙へ直接手入力することも可能

です。 
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青色の書類は市町村長に提出してください。
自衛水防組織の有無によって、下記の表をコピーして使用してください。

自衛水防組織は対象災害に応じて、以下のように定められています。

（洪水、雨水出水、高潮が対象となる場合）

（津波、土砂災害が対象となる場合）
要配慮者利用施設には、自衛水防組織の設置の努力義務規定はありません。

別紙３ 20

- 避難先までの避難経路図 別紙１ 18

-

9

8 避難に必要な装備品や備蓄品の整備 様式５

10

9

15

12 緊急連絡網 様式９ 13

様式10 13

避難に必要な設備の整備

様式８

様式９

3

5

様式１

様式１

様式２

自衛水防組織を設置する場合 自衛水防組織を設置しない場合

様式３ 7

避難誘導

別表２

避難誘導

3

1

2～6

様式１

避難に必要な装備品や備蓄品の整備

計画の目的

施設の概要

施設が有する災害リスク

防災体制

情報収集・伝達

13 外部機関等の緊急連絡先一覧表

タイムライン

項目 様式等 ページ 項目

自衛水防組織活動要領

14

16

記載例様式編　目次

1

2～6

1

1

別紙１

別紙２

対応別避難誘導一覧表 様式11 14

15 防災体制一覧表 様式12

様式４ 8

情報収集・伝達

11 利用者緊急連絡先一覧表 様式８ 12

避難に必要な設備の整備

-

7

様式４ 8

57

6

様式５

様式３

19

14様式10

様式11

別添

別表１ 17

1

1

1

様式５

9 防災教育及び訓練の実施に関する事項 様式６

様式等 ページ

様式７

様式５ 9

1

2 様式１

9

様式６ 10

様式１

4 防災体制 様式２

様式１

2

施設が有する災害リスク

計画の目的

4

- 別紙３

施設建物内の避難経路図 別紙２

20

12

13

13

対応別避難誘導一覧表

外部機関等の緊急連絡先一覧表

自衛水防組織装備品リスト

-

-

6

11

-

7

8

9

10

12

13

14

-

-

11

避難先までの避難経路図

自衛水防組織の業務に関する事項

　要配慮者利用施設には、自衛水防組織の設置の努力義務が課せられていま
す（水防法第十五条の三第6項）。自衛水防組織を設置する場合、様式６も作成
し、合わせて、別添、別表１、別表２を作成します。

17

18

19

緊急連絡網

利用者緊急連絡先一覧表

自衛水防組織の編成と任務

施設の概要

防災教育及び訓練の実施に関する事項

施設建物内の避難経路図

タイムライン

② 

① 

② 

② 
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項目番号 様式の目的 

目次 計画書の目次を作成する 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 

自営水防組織は設置しますか。設置しません

か。 

必要な様式は、自営水防組織を設置する場合

と設置しない場合で異なります。 

 

□ ② 
青色の項目は、市町長へ提出の義務がありま

す。無着色の項目は、提出の義務はありませ

んが、作成する必要があります。 

 

□    

◆補足 

計画の様式順どおりに作成する必要はありません。また、いくつかの様式の内容を並行して検

討し、作成いただくことが必要です。以下、作成手順の一例です。 
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第３章 計画の検討と作成 

（１）計画の目的・施設の概要・施設が有する災害リスク  

１　計画の目的

関連法：水防法、津波防災地域づくりに関する法律、土砂災害防止法

２　施設の概要

※利用形態を記載 ※建物の階数を記載
※入所には、長期・短期が分かるように記載

※利用者数は最大の利用者数を記載（おおよその利用者数でもよい）
※昼間は通所部門と入所部門の合計人数を記載
※夜間は入所部門の人数を記載

３　施設が有する災害リスク
　施設において想定されている災害の種別や災害の大きさ等を記載しましょう。

水害（洪水、雨水出水、高潮、津波）

土砂災害

●　計画の報告
　計画を作成又は必要に応じて見直し・修正をしたときは、遅滞なく、当該計画を市町村長へ報告する。

●　計画の見直し
　避難訓練の結果や社会情勢の変化に伴い、定期的に見直すものとする。

12時間～1日未満

☑該当（以下の該当する分類に☑）
　☑がけ崩れ（急傾斜地の崩壊）
　□土石流
　□地すべり（地滑り）

9

□該当なし土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域

約 名

高潮浸水想定区域
（高潮）

　津波到達時間　　

2m

50分

□該当なし

　浸水継続時間　　
0.5m～3m

1日～3日未満

□該当なし

□該当なし

☑該当　最大浸水深　 0.5m～1m
　浸水継続時間　　

名約

通所

約9約 名
約 名 約

施設職員
平　日 休日

利用者 施設職員
名

建物の階数 2 階
〇（長期・短期）

入所

施設の人数

名
利用者

〇

昼　間 27（うち通所利用者9）

記載例
様式１

　この計画は、本施設の利用者の洪水時・雨水出水時・高潮時・津波の発生時・土砂災害の発生時の円滑
かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とする。
　また、作成した避難確保計画に基づいて、安全な避難行動を確実に行うことができるよう、防災教育や訓
練を行い、施設の職員や利用者に対して、洪水・雨水出水・高潮・津波・土砂災害に関する知識を深めると
ともに、訓練等を通して課題等を抽出し、必要に応じてこの計画を見直ししていくものとする。

名

☑該当　最大浸水深　

家屋倒壊等氾濫想定区域の該当の有無
☑該当　　□該当なし

津波災害警戒区域
（津波）

2約 名夜　間

□該当なし

雨水出水浸水想定区域
（雨水出水）

洪水浸水想定区域
（洪水）

☑該当　最大浸水深　 0.5m～3m
　浸水継続時間　　 1日～3日未満
☑該当　基準水位
　最大浸水深　　

利用形態

約

① 

② 

④ 

③ 
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項目番号 様式の目的 

１～３ 計画の目的等を整理する 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 
自らの施設のハザードリスクに応じた計画の

目的を明記しましょう。 

・目的の入力方法につ

いて、◆補足を確認し

てください。 

□ ② 
自施設の利用形態、利用者の人数等を確認し

ましょう。 
 

□ ③ 

自施設が有する災害リスクを以下のいずれか

の方法で確認しましょう。 

１）市町が配布するハザードマップ  

ハザードマップは、市町が配付しています。

市町村のウェブサイトでも確認できます。 

２）わがまちハザードマップ・かさねるハザー

ドマップ 

国土交通省のハザードマップポータルサイ

トから「わがまちハザードマップ」や「かさね

るハザードマップ」でも確認できます。 

（参考）わがまちハザー

ドマップ 

⇒１５ページ 

（参考）かさねるハザー

ドマップ 

⇒１６ページ 

 

□ ③ 
洪水については、浸水の原因となる河川が何

かも確認しましょう。 
⇒１５ページ 

□ ③ 
洪水や雨水出水については、浸水継続時間も

確認しましょう。垂直避難する場合等の施設

内で避難し続ける期間の目安となります。 

⇒１６ページ 

□ ③ 
津波については、（30cm）到達時間について

も確認しましょう。到達時間の長さ＝避難に

充てることができる猶予時間を把握します。 

⇒１７ページ 

□ ③ 
土砂災害については、土砂の種類（がけ崩れ・

土石流・地すべり）についても確認しましょう。 

種類説明⇒３８ページ 

種類確認⇒１５ページ 

□ ④ 
計画書を提出（報告）する各市町の窓口にて

提出方法等を確認しましょう。 
 

◆補足 

・国土交通省様式（エクセルファイル）中、「対象災害選択シート」にて、「対象災害」をチェック（○

又は×を選択）することで、目的の記載例が自動で入力されます（⇒10ページ◆補足）。ただ

し、計画作成の目的を理解するため、直接手入力することをおすすめします。 

・状況が大幅に変更となった場合は、各時点で修正して再提出しましょう。 
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出典：国土交通省HP「ハザードマップポータルサイト」 

https://disaportal.gsi.go.jp/ 

【参考情報等】 

（参考）わがまちハザードマップ 

 

①ハザードマップポータルサイト「https://disaportal.gsi.go.jp/」へ

アクセス。 

②「わがまちハザードマップ」にて、「三重県」・対象の「市町名」・「ハザード

マップの種類」を選択 

③「この内容で閲覧」をクリックし、対象のハザードマップが掲載されてい

る各市町のページをご覧いただけます。 

※洪水の場合、浸水の原因となる河川が何かも確認します。 

 

 

 

 

  

各市町のホームページに掲載の 

ハザードマップを確認できます 
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出典：国土交通省HP「ハザードマップポータルサイト」 
https://disaportal.gsi.go.jp/ 

 

（参考）かさねるハザードマップ 

 

①ハザードマップポータルサイト「https://disaportal.gsi.go.jp/」へ

アクセス。 

②「重ねるハザードマップ」にて、「住所」「現在地」「地図」のいずれかから

自施設が位置する地図を表示させます。 

③「この内容で閲覧」をクリックし、対象のハザードマップが掲載されてい

る各市町のページをご覧いただけます。 

※水害の場合、浸水継続時間も確認することができます。 

 

 

 

  
自施設の位置周辺の各種ハザードリ

スクをまとめて確認できます 

１．災害リスクの種類を選択 

２．確認したい情報を選択 
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出典：三重県HP「防災みえ.jp」より加工して作成 

https://www.bosaimie.jp/ 

(参考)津波の３０ｃｍ浸水深到達時間の確認方法 

・津波については、３０ｃｍ浸水深に到達する時間の予測が以下の方法により確認できます。 

 

①「防災みえ」で検索 

②トップページから、「みえの防災」内の▶「各種防災関連報告書」をクリック 

          
 

③開いたページ中、「被害想定」内の▶「津波浸水予測図 (平成25年度版) ※津波防災地域づくり

に関する法律対応済」をクリック 

          

 

 

ス
クロー

ル
 

ス
クロー

ル
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出典：三重県HP「津波浸水予測図（平成２５年度版）」より加工して作成 

https://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/84188007991.htm 

④各市町別に図（PDFファイル）にて予測を確認することができます。 
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（参考）高潮浸水想定に関する情報の確認方法（伊勢湾沿岸のみ ※R5.3現在） 

高潮ハザードマップが作成されていない市町内にある施設は、三重県が公表する高潮浸水想

定区域図を確認することにより、高潮に対するハザードリスクを確認することができます。 

 

①三重県HP内ページ、高潮の防災情報

「https://www.pref.mie.lg.jp/common/02/ci500015073.htm」へアクセス。 

②浸水想定区域図（浸水継続時間）、浸水想定区域図（浸水区域及び浸

水深）のいずれかご覧になりたい方のリンクをクリック 

③索引図を参照の上、対象の浸水想定区域図（PDFファイル）にて図を

確認することができます。 

 
 

 

  

出典：三重県HP「防災みえ.jp」より加工して作成 

https://www.bosaimie.jp/ 
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（2）-1 防災体制（共通１） 

 

 

 

  

洪水または雨水出水

４　防災体制

【防災体制確立時の組織構成と役割分担】

防災体制一覧表 　⇒様式１２

・警報級の可能性（大雨警報または暴風警報）「中」または「高」が発表された場合

・台風の接近が予想されている場合

・大雨または洪水注意報が発表された場合
・●●川氾濫注意情報が発表された場合

・高齢者等避難が発令された場合
・大雨または洪水警報が発表された場合
・●●川氾濫警戒情報が発表された場合
・避難指示が発令された場合
・●●川氾濫危険情報が発表された場合
・雨水出水氾濫危険情報が発表された場合

●　事前休業の判断について

・市町村等への連絡

・気象情報、水位情報、避難
情報等の収集

・避難誘導開始
・要配慮者等の装備品の装
着

・利用者家族等への連絡 ・移動用車両の確保

・避難先への持ち出し品等
を運搬

人数 1 名 人数 1 名 人数

・（緊急安全確保の判断） ・（緊急安全確保の誘導）

16 名 人数 1 名

・状況把握、指揮

・避難先での利用者支援の
監督

・施設職員への情報伝達 ・避難先での利用者支援

・市町村等への連絡 ・避難完了の確認
・避難先での持ち出し品等
の管理

・状況把握、指揮
・気象情報、水位情報、避難
情報、避難先情報等の収集

・避難誘導体制の確認
・避難に必要な設備や装備品、備蓄品、
避難先への持ち出し品等を点検し準備

・施設職員等召集
・施設職員や避難支援協力
者へ連絡

・避難ルートの確認 ・移動用車両の手配

・（避難開始判断） ・（避難誘導開始）

人数 1 名 人数 1 名 人数 15 名 人数 2 名

・事前休業の判断

・気象情報等収集 ・（避難誘導体制の確認）
・（避難に必要な設備や装備品、備蓄品、
避難先への持ち出し品等を点検し準備）

・施設職員への情報伝達 ・（避難ルートの確認）

1
責任者 ◯◯

人数 1 名 人数 1 名 人数 10 名 人数 1 名

・状況把握、指揮

人数

統括指揮者
※全体を指揮

・体制確立の判断

名 人数 名

情報連絡班
※情報収集や伝達

避難誘導班
※利用者の避難支援レベル

責任者 責任者 ◯◯

人数

警戒レベル１
↓

災害への心構えを
高める段階

警戒レベル２
↓

注意体制
警戒レベル３

↓
警戒体制

記載例
様式２

警戒レベル
２
↓

注意体制

警戒レベル４
↓

非常体制

　早期注意情報（警報級の可能性）の「中」または「高」が発表されている場合や大型台風の襲来が予想される場合、公

　

1

警戒レベル
３
↓

警戒体制

・状況把握、指揮

人数 名

◯◯ 責任者 ◯◯

・避難開始判断

警戒レベル
４
↓

非常体制

装備品等準備班
※設備や装備品等の点検・準備

名

警戒レベル
１
↓

災害への
心構えを高
める段階

① 



22 
 

項目番号 様式の目的 

４ 

（共通１） 

防災体制において指示等を行う責任者と各レベルの体制における必要人数を整

理する 

「いつ」「何の行動を」「だれが」行うかの対応を整理する 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 
各班の役割を整理し、適切な人数の配置を行

いましょう。 

⇒様式１２（７３ページ）

と並行して検討しまし

ょう 

□ ① 
利用者の円滑な避難を確保するためには、防

災体制を機能的に組織する必要があります。 

（参考）施設における

防災体制の例 

⇒２３ページ 

□ ① 
総括指揮者の役割を整理し、その内容を責任

者と共有しましょう 

⇒２４ページを参考に

役割を整理しましょう 

□ ① 
情報連絡班の役割を整理し、その内容を責任

者と共有しましょう 

⇒２４ページを参考に

役割を整理しましょう 

□ ① 
避難誘導班の役割を整理し、その内容を責任

者と共有しましょう 

⇒２５ページを参考に

役割を整理しましょう 

□ ① 
装備品等準備班の役割を整理し、その内容を

責任者と共有しましょう 

⇒２５ページを参考に

役割を整理しましょう 

 
 （津波で到達時間が短い場合） 

リードタイムが短いため、他の災害リスクとは

対応が異なります。 

様式２（津波・到達時間

が短い場合）の記載例

も参考に検討しましょ

う⇒４３ページ 

◆補足 

○施設外の協力者 

・施設が小規模な場合、一人の職員が複数の役割を担うことも考えられます。しかし、それは防

災体制の組織としての弱点（＝課題）にもなります。施設だけで解決できない課題は、施設外に

支援を求める体制について検討しましょう。 

・例えば、職員だけで利用者の避難支援が困難な場合には、地域住民や利用者の家族、地元の

企業等の外部の協力も得て体制を構築しましょう。 

 

○緊急参集者 

・夜間や休日など、職員体制が手薄な時間帯に、迅速に駆けつけることができる緊急参集者も

決めておくことが重要です。 
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出典：国土交通省HP「要配慮者利用施設における避難確保に関するｅラーニング教材」より加工して作成 
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/e-learning.pdf 

【参考情報等】 

（参考）施設における防災体制の例 

 

○総括指揮者 

統括指揮者の役割は、状況を把握し全体を指揮することです。 

警戒レベル等に応じて、職員等の召集や避難開始の判断を行います。 

通所施設においては、事前休業の判断も行います。 

 

○情報連絡班 

情報連絡班の役割は、防災気象情報や避難情報を収集し、統括指揮者や職員に情報を伝達する

ことや、市町村等の関係機関や避難先、利用者の家族と連絡を取り合うことです。 

 

○避難誘導班 

避難誘導班の役割は、利用者の避難誘導を行うことです。 

避難誘導を行うにあたって、事前に誘導方法の確認や避難ルートの確認を行います。避難完了後

は、利用者の点呼も行います。 

 

○装備品等準備班 

装備品等準備班は、避難に必要な設備や装備品、備蓄品、避難先への持ち出し品 等を点検し準

備します。また、避難に必要な移動用の車両手配や避難先への持ち出し品の運搬、利用者への装

備品の装着等を行います。 
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（参考）各役割の例 
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出典：国土交通省HP「要配慮者利用施設における避難確保に関するｅラーニング教材」 

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/e-learning.pdf 
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出典：国土交通省HP「要配慮者利用施設における避難確保に関するｅラーニング教材」より加工して作成 

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/e-learning.pdf 

（参考）避難開始のタイミングの考え方 

 

―避難開始の原則と早期避難 

避難開始は、原則として、市町村から警戒レベル3高齢者等避難が発令された時です。ただし、利

用者全員の避難完了までに多くの時間を要する場合は、この発令を待つことなく早めに避難を

開始することが必要です。 

 

―夜間の避難 

夜間の避難は危険を伴うことから、夜間に災害の発生が切迫するおそれがある場合には、日没ま

での立退き避難を完了するようにしましょう。 

 

―事前休業の判断（通所型の施設の場合） 

通所型の施設の場合は、事前休業を選択することが、利用者の安全確保につながります。事前休

業の実施基準を満たした場合は、躊躇することなく事前休業の実施を判断することが重要です。 
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（2）-２ 防災体制（共通２） 

  

　

 　

・大雨または洪水注意報が発表された場合
・●●川氾濫注意情報が発表された場合

・高齢者等避難が発令された場合
・大雨または洪水警報が発表された場合
・●●川氾濫警戒情報が発表された場合
・避難指示が発令された場合
・●●川氾濫危険情報が発表された場合
・雨水出水氾濫危険情報が発表された場合

●　事前休業の判断について

事前休業の判断基準となる防災気象情報等

※開業時間と利用者の通所にかかる時間も考慮して、休業の判断をする。

洪水警報

警戒レベル２
↓

注意体制
警戒レベル３

↓
警戒体制

警戒レベル４
↓

非常体制

高齢者等避難

　早期注意情報（警報級の可能性）の「中」または「高」が発表されている場合や大型台風の襲来が予想される場合、公
共交通機関の計画的な運休が予定される場合、翌日の通所部門を臨時休業とする。
　または午前8時の時点で、○○市に以下のいずれかが発令されている場合は、通所部門を臨時休業とする。

大雨警報又は特別警報
暴風警報又は特別警報

洪水または雨水出水

４　防災体制

【防災体制確立時の組織構成と役割分担】

 　

　

市町村等 の連絡

・気象情報、水位情報、避難
情報等の収集

・避難誘導開始
・要配慮者等の装備品の装
着

・利用者家族等への連絡 ・移動用車両の確保

・避難先への持ち出し品等

・状況把握、指揮
・気象情報、水位情報、避難
情報、避難先情報等の収集

・避難誘導体制の確認
・避難に必要な設備や装備品、備蓄品、
避難先への持ち出し品等を点検し準備

・施設職員等召集
・施設職員や避難支援協力
者へ連絡

・避難ルートの確認 ・移動用車両の手配

・（避難開始判断） ・（避難誘導開始）

人数 1 名 人数 1 名 人数 15 名 人数 2 名

・事前休業の判断

・気象情報等収集 ・（避難誘導体制の確認）
・（避難に必要な設備や装備品、備蓄品、
避難先への持ち出し品等を点検し準備）

・施設職員への情報伝達 ・（避難ルートの確認）

1
責任者 ◯◯

人数 1 名 人数 1 名 人数 10 名 人数 1 名

・状況把握、指揮

人数

統括指揮者
※全体を指揮

・体制確立の判断

名 人数 名

情報連絡班
※情報収集や伝達

避難誘導班
※利用者の避難支援レベル

責任者 責任者 ◯◯

人数

記載例
様式２

警戒レベル
２
↓

注意体制

　

　

1

警戒レベル
３
↓

警戒体制

・状況把握、指揮

人数 名

◯◯ 責任者 ◯◯

・避難開始判断

装備品等準備班
※設備や装備品等の点検・準備

名

警戒レベル
１
↓

災害への
心構えを高
める段階

（～ 中略 ～） 

① 

② 
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項目番号 様式の目的 

４ 

（共通２） 

事前休業の判断を具体的に検討し、組織で共有する 

※通所型の施設の場合 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 

通所型の施設は、早期に事前休業するよう判

断し、利用者が施設に通所させないことが、施

設の防災体制としては最善の選択です。 

事前休業の判断基準となる具体的なトリガー

を、開業時間と利用者の通所にかかる時間も

考慮して、休業の判断基準を検討しましょう。 

 

□ ② 
前日の何時までに、どのような情報（トリガ

ー）で事前休業の判断をするかを決めましょ

う。 

◆補足を参考に検討し

ましょう 

□  
事前休業の判断基準（トリガー設定）を具体的

に検討したら、組織や利用者家族等で決定事

項を共有しましょう。 

 

□   
 

◆補足 

事前休業の判断基準となる防災気象情報等（例）  

・避難情報：高齢者等避難 

・暴風警報又は特別警報／大雨警報又は特別警報／洪水警報 

 

このほか、以下のような時点、状況の情報をトリガーとすることも考えられます。 

・早期注意情報（警報級の可能性）：「中」または「高」が発表されている 

・台風予報：大型台風の襲来が予想される 

・交通手段の見通し：公共交通機関の計画的な運休が予定される 

 

（例）午前8時の時点で、○○市に（※トリガー情報）であることがわかった場合は、翌日の通所

部門を臨時休業とする。 
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（2）-３ 防災体制（洪水等） 

  洪水または雨水出水

４　防災体制

【防災体制確立時の組織構成と役割分担】

防災体制一覧表 　⇒様式１２

・警報級の可能性（大雨警報または暴風警報）「中」または「高」が発表された場合

・台風の接近が予想されている場合

・大雨または洪水注意報が発表された場合
・●●川氾濫注意情報が発表された場合

・高齢者等避難が発令された場合
・大雨または洪水警報が発表された場合
・●●川氾濫警戒情報が発表された場合
・避難指示が発令された場合
・●●川氾濫危険情報が発表された場合
・雨水出水氾濫危険情報が発表された場合

●　事前休業の判断について

・市町村等への連絡

・気象情報、水位情報、避難
情報等の収集

・避難誘導開始
・要配慮者等の装備品の装
着

・利用者家族等への連絡 ・移動用車両の確保

・避難先への持ち出し品等
を運搬

人数 1 名 人数 1 名 人数

・（緊急安全確保の判断） ・（緊急安全確保の誘導）

16 名 人数 1 名

・状況把握、指揮

・避難先での利用者支援の
監督

・施設職員への情報伝達 ・避難先での利用者支援

・市町村等への連絡 ・避難完了の確認
・避難先での持ち出し品等
の管理

・状況把握、指揮
・気象情報、水位情報、避難
情報、避難先情報等の収集

・避難誘導体制の確認
・避難に必要な設備や装備品、備蓄品、
避難先への持ち出し品等を点検し準備

・施設職員等召集
・施設職員や避難支援協力
者へ連絡

・避難ルートの確認 ・移動用車両の手配

・（避難開始判断） ・（避難誘導開始）

人数 1 名 人数 1 名 人数 15 名 人数 2 名

・事前休業の判断

・気象情報等収集 ・（避難誘導体制の確認）
・（避難に必要な設備や装備品、備蓄品、
避難先への持ち出し品等を点検し準備）

・施設職員への情報伝達 ・（避難ルートの確認）

1
責任者 ◯◯

人数 1 名 人数 1 名 人数 10 名 人数 1 名

・状況把握、指揮

人数

統括指揮者
※全体を指揮

・体制確立の判断

名 人数 名

情報連絡班
※情報収集や伝達

避難誘導班
※利用者の避難支援レベル

責任者 責任者 ◯◯

人数

警戒レベル１
↓

災害への心構えを
高める段階

警戒レベル２
↓

注意体制
警戒レベル３

↓
警戒体制

記載例
様式２

警戒レベル
２
↓

注意体制

警戒レベル４
↓

非常体制

　早期注意情報（警報級の可能性）の「中」または「高」が発表されている場合や大型台風の襲来が予想される場合、公
共交通機関の計画的な運休が予定される場合、翌日の通所部門を臨時休業とする。
　

1

警戒レベル
３
↓

警戒体制

・状況把握、指揮

人数 名

◯◯ 責任者 ◯◯

・避難開始判断

警戒レベル
４
↓

非常体制

装備品等準備班
※設備や装備品等の点検・準備

名

警戒レベル
１
↓

災害への
心構えを高
める段階

① 

③ 

② 
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項目番号 様式の目的 

４ 

（洪水等） 
各レベルでの防災体制、避難開始の判断基準（トリガー）を検討する 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 
原則「警戒レベル３」で避難開始ができるよ

う、警戒レベルごとの防災体制を施設関係者

で検討し、共有しましょう。 

・避難開始のタイミン

グの考え方を参照 

⇒２６ページ 

□ ② 
自らの施設の避難必要時間を踏まえて、時間

軸に対応するきっかけ（トリガー情報）を決定

しましょう。 

・様式３（４９ページ）と

並行して検討しましょ

う 

□ ③ 
（洪水の場合）どの河川で浸水するかを確認し

ましたか。 

・わがまちハザードマ

ップ 

⇒１５ページ 

・かさねるハザードマ

ップ⇒１６ページ 

□  
（洪水の場合）知っておくべき河川水位と水位

観測所の位置を確認しましょう。トリガー情報

収集先の確認を兼ねて確認作業を行います。 

水位情報・水位観測所

の位置の確認方法 

⇒３２ページ 

□  想定浸水継続時間を確認しましょう。 

・わがまちハザードマ

ップ 

⇒１５ページ 

・かさねるハザードマ

ップ⇒１６ページ 

□  

屋内安全確保を選択する場合には、浸水継続

時間に応じた対策が必要です。 

浸水継続時間が長くなると、水や食糧、薬等

の確保が困難になるおそれがあります。また、

電気やガス、水道、トイレ等の使用ができない

時間が長くなるおそれもあります。そのような

状況に耐えられるだけの備蓄品の種類や数量

を検討しましょう。 

「備蓄品の種類や数

量」についての検討 

⇒５９ページ 

□  

家屋等倒壊氾濫想定区域を確認しましょう。 

家屋等倒壊氾濫想定区域は、河川の氾濫によ

る水の流れや河岸が削られることによって建

物が倒壊するおそれのある区域です。 

＜重要＞ 

この区域に該当する場合には、屋内安全確保

・わがまちハザードマ

ップ 

⇒１５ページ 

・かさねるハザードマ

ップ⇒１６ページ 
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は選択できません。屋外退去避難をするよう

検討してください。 

□  

―避難開始の原則 

避難開始は、原則として、市町から警戒レベル

3高齢者等避難が発令された時です。ただし、

利用者全員の避難完了までに多くの時間を要

する場合は、この発令を待つことなく早めに

避難を開始することが必要です。 

・避難開始のタイミン

グの考え方を参照 

⇒２６ページ 

□  

―夜間の避難 

夜間の避難は危険を伴うことから、夜間に災

害の発生が切迫するおそれがある場合には、

日没までの立退き避難を完了するようにしま

しょう。 

・避難開始のタイミン

グの考え方を参照 

⇒２６ページ 

◆補足 

・状況が大幅に変更となった場合は、各時点で修正して再提出しましょう。 

・避難には、施設内にとどまって安全を確保する｢屋内安全確保｣と施設外に移動する｢立退き

避難｣があります。 
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出典：三重県HP「防災みえ.jp」より加工して作成 
https://www.bosaimie.jp/ 

【参考情報等】 

（参考）水位観測所・水位情報入手先の確認方法 

・「防災みえ.jp」より、水位観測所の位置と、トリガー情報収集先の確認のため、その水位情報が

わかるページを確認します（イメージはスマートフォンの例）。 

※水位観測所がない河川については、「キキクル」を参考にしてください。 

①「防災みえ」で検索 

②トップページから、「緊急時お役たち情報」内の「気象情報」▶「水位」をクリック 

        
③施設が立地する市町名をクリック 

             

④市町内の水観測所が設置されている河川について、観測所別に観測水位情報一覧が表示さ

れます。（10分毎に更新表示） 

ス
クロー

ル
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（参考）国または三重県が公表している洪水浸水想定区域図 ※市町ハザードマップの元情報 

 

（国管理河川：木曽川） 

https://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/shinsuisoutei/index.html 

 

（国管理河川：鈴鹿川、雲出川、櫛田川、宮川） 

https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/disaster/river-

disaster/inundation/index.html 

 

（国管理河川：淀川、宇治川、木津川など） 

https://www.kkr.mlit.go.jp/kizujyo/bousai/zone/ 

 

（国管理河川：相野谷川） 

https://www.kkr.mlit.go.jp/kinan/river/shinsuisoutei.html 

 

（三重県管理河川） 

以下の三重県HP内ページ「洪水浸水想定区域図（平成28年以降作成）」 

（https://www.pref.mie.lg.jp/KASEN/HP/84459046892_00002.htm） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/shinsuisoutei/index.html
https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/disaster/river-disaster/inundation/index.html
https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/disaster/river-disaster/inundation/index.html
https://www.kkr.mlit.go.jp/kizujyo/bousai/zone/
https://www.kkr.mlit.go.jp/kinan/river/shinsuisoutei.html
https://www.pref.mie.lg.jp/KASEN/HP/84459046892_00002.htm
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（2）-4 防災体制（土砂） 

 

  土砂災害

４　防災体制

【防災体制確立時の組織構成と役割分担】

防災体制一覧表 　⇒様式１２

・警報級の可能性（大雨警報または暴風警報）「中」または「高」が発表された場合

・台風の接近が予想されている場合

・大雨注意報が発表された場合

・高齢者等避難が発令された場合
・大雨警報が発表された場合

・避難指示が発令された場合
・土砂災害警戒情報が発表された場合

●　事前休業の判断について

・（緊急安全確保の判断）

・状況把握、指揮

1 名 人数 1

・避難先での利用者支援の
監督

・避難先での利用者支援

1 名 人数 1 名 人数 1 名

・状況把握、指揮
・気象情報、水位情報、避難
情報等の収集

名 16

・避難先への持ち出し品等
を運搬

名 15

警戒レベル
３
↓

警戒体制

人数 2 名

1 名

・市町村等への連絡

・要配慮者等の装備品の装
着

・避難開始判断 ・利用者家族等への連絡 ・移動用車両の確保

・施設職員や避難支援協力
者へ連絡

・避難ルートの確認 ・移動用車両の手配

・（避難誘導開始）

・避難に必要な設備や装備品、備蓄品、
避難先への持ち出し品等を点検し準備

・施設職員等召集

・（避難開始判断）

1 名 人数 1

・状況把握、指揮
・気象情報、水位情報、避難
情報、避難先情報等の収集

名 人数

名 人数

情報連絡班
※情報収集や伝達

名 名 人数 名

・（避難に必要な設備や装備品、備蓄品、
避難先への持ち出し品等を点検し準備）

・（避難ルートの確認）

・事前休業の判断

名 10

警戒レベル
２
↓

注意体制

人数 人数

・避難誘導体制の確認

◯◯

1 名 人数 1

・状況把握、指揮 ・気象情報等収集

避難誘導班
※利用者の避難支援

・体制確立の判断 ・施設職員への情報伝達

◯◯

統括指揮者
※全体を指揮

記載例
様式２

・（緊急安全確保の誘導）

警戒レベル
４
↓

非常体制

人数 人数

・市町村等への連絡
・避難先での持ち出し品等
の管理

警戒レベル１
↓

災害への心構えを
高める段階

警戒レベル２
↓

注意体制

・（避難誘導体制の確認）
警戒レベル

１
↓

災害への
心構えを高
める段階

人数 人数

・避難完了の確認

警戒レベル３
↓

警戒体制
警戒レベル４

↓
非常体制

　早期注意情報（警報級の可能性）の「中」または「高」が発表されている場合や大型台風の襲来が予想される場合、公
共交通機関の計画的な運休が予定される場合、翌日の通所部門を臨時休業とする。
　または午前8時の時点で ○○市に以下のいずれかが発令されている場合は 通所部門を臨時休業とする

人数

・避難誘導開始

◯◯ 責任者 ◯◯

レベル
責任者 責任者

装備品等準備班
※設備や装備品等の点検・準備

責任者

② 

① 
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項目番号 様式の目的 

４ 

（土砂） 
各レベルでの防災体制、避難開始の判断基準（トリガー）を検討する 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 
原則「警戒レベル３」で避難開始ができるよ

う、警戒レベルごとの防災体制を施設関係者

で検討し、共有しましょう。 

・避難開始のタイミン

グの考え方を参照 

⇒２６ページ 

□ ② 
自らの施設の避難必要時間を踏まえて、時間

軸に対応するきっかけ（トリガー情報）を決定

しましょう。 

・様式３（４９ページ）と

並行して検討しましょ

う 

□ ② 

情報収集先を確認するため、「防災みえ.jp」＞

土砂災害警戒情報が収集できるページを確認

しましょう。 

・様式３（４９ページ）と

並行して検討しましょ

う 

・土砂災害警戒情報 

⇒３７ページ 

□  

―避難開始の原則 

避難開始は、原則として、市町から警戒レベル

3高齢者等避難が発令された時です。ただし、

利用者全員の避難完了までに多くの時間を要

する場合は、この発令を待つことなく早めに

避難を開始することが必要です。 

・避難開始のタイミン

グの考え方を参照 

⇒２６ページ 

□  

―夜間の避難 

夜間の避難は危険を伴うことから、夜間に災

害の発生が切迫するおそれがある場合には、

日没までの立退き避難を完了するようにしま

しょう。 

・避難開始のタイミン

グの考え方を参照 

⇒２６ページ 

◆補足 

・状況が大幅に変更となった場合は、各時点で修正して再提出しましょう。 

・避難には、施設内にとどまって安全を確保する｢屋内安全確保｣と施設外に移動する｢立退き

避難｣があります。 
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出典：三重県HP「防災みえ.jp」より加工して作成 
https://www.bosaimie.jp/ 

 

【参考情報等】 

（参考）土砂災害警戒情報の確認 

・「防災みえ.jp」より、土砂災害警戒情報が入手できます。 

 

①「防災みえ」で検索 

②トップページから、「緊急時お役たち情報」内の「気象情報」▶「土砂災害警戒情報」をクリック 

③土砂災害警戒情報について、情報が発表されている地域毎に一覧が表示されます。 

 ※発表情報がない場合は、「現在、三重県土砂災害警戒情報は発表していません。」と表示され

ます。 

          
 

 

※土砂災害警戒情報の直リンクはこちら 

https://www.bosaimie.jp/X_MIE_PUB_VF_kk800 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス
クロー

ル
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出典：国土交通省HP「要配慮者利用施設における避難確保に関するｅラーニング教材」より加工して作成 
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/e-learning.pdf 

（参考）土砂災害の種類 
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（2）-５ 防災体制（高潮） 

 

 

  

高潮

４　防災体制

【防災体制確立時の組織構成と役割分担】

防災体制一覧表 　⇒様式１２

・台風の接近が予想されている場合

・高潮注意報（警報級に切り替える可能性に言及されていないもの）が発表された場合

・高齢者等避難が発令された場合
・高潮注意報（警報級に切り替える可能性高い）が発表された場合

・避難指示が発令された場合
・高潮警報または高潮特別警報が発表された場合

●　事前休業の判断について

事前休業 基準 な 防災気象情報等

・避難先での利用者支援の
監督

・（緊急安全確保の判断） ・（緊急安全確保の誘導）

警戒レベル１
↓

災害への心構えを
高める段階

警戒レベル２
↓

注意体制
警戒レベル３

↓
警戒体制

警戒レベル４
↓

非常体制

　大型台風の襲来が予想される場合、公共交通機関の計画的な運休が予定される場合、翌日の通所部門を臨時休業
とする。
　または午前8時の時点で、○○市に以下のいずれかが発令されている場合は、通所部門を臨時休業とする。

警戒レベル
３
↓

警戒体制

警戒レベル
４
↓

非常体制

・状況把握、指揮

・避難先での利用者支援

・市町村等への連絡
・避難先への持ち出し品等
を運搬

名 人数 16 名 人数 1 名

・避難完了の確認
・避難先での持ち出し品等
の管理

・気象情報、水位情報、避難
情報等の収集

・避難開始判断 ・利用者家族等への連絡 ・移動用車両の確保

人数 2 名

・避難誘導開始

人数 1

1

・状況把握、指揮 ・市町村等への連絡

人数名

・要配慮者等の装備品の装
着

人数名人数 1

・（避難誘導開始）

警戒レベル
２
↓

注意体制

人数 1 1 名

・施設職員や避難支援協力
者へ連絡

・避難に必要な設備や装備品、備蓄品、
避難先への持ち出し品等を点検し準備

人数 10 名 人数 1 名

1 名 人数 15

・施設職員等召集

・（避難開始判断）

警戒レベル
１
↓

災害への
心構えを高
める段階

・状況把握、指揮 ・気象情報等収集 ・（避難誘導体制の確認）
・（避難に必要な設備や装備品、備蓄品、
避難先への持ち出し品等を点検し準備）

1

・避難ルートの確認

・体制確立の判断 ・施設職員への情報伝達 ・（避難ルートの確認）

人数名

・状況把握、指揮
・気象情報、水位情報、避難
情報、避難先情報等の収集

・避難誘導体制の確認

・移動用車両の手配

統括指揮者
※全体を指揮

情報連絡班
※情報収集や伝達

避難誘導班
※利用者の避難支援

装備品等準備班
※設備や装備品等の点検・準備

責任者
人数名1

責任者
人数

◯◯

名名 人数 名 人数

記載例
様式２

名

・事前休業の判断

責任者 ◯◯ ◯◯ 責任者 ◯◯

レベル

① 

② 
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項目番号 様式の目的 

４ 

（高潮） 
各レベルでの防災体制、避難開始の判断基準（トリガー）を検討する 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 
原則「警戒レベル３」で避難開始ができるよ

う、警戒レベルごとの防災体制を施設関係者

で検討し、共有しましょう。 

・避難開始のタイミン

グの考え方を参照 

⇒２６ページ 

□ ② 
自らの施設の避難必要時間を踏まえて、時間

軸に対応するきっかけ（トリガー情報）を決定

しましょう。 

・様式３（４９ページ）と

並行して検討しましょ

う 

□ ② 

情報収集先を確認するため、「防災みえ.jp」＞

高潮注意報・警報や観測潮位の情報が収集で

きるページを確認しましょう。 

（参考）観測潮位の確

認方法⇒４１ページ 

□  

―避難開始の原則 

避難開始は、原則として、市町から警戒レベル

3高齢者等避難が発令された時です。ただし、

利用者全員の避難完了までに多くの時間を要

する場合は、この発令を待つことなく早めに

避難を開始することが必要です。 

・避難開始のタイミン

グの考え方を参照 

⇒２６ページ 

□  

―夜間の避難 

夜間の避難は危険を伴うことから、夜間に災

害の発生が切迫するおそれがある場合には、

日没までの立退き避難を完了するようにしま

しょう。 

・避難開始のタイミン

グの考え方を参照 

⇒２６ページ 

◆補足 

・状況が大幅に変更となった場合は、各時点で修正して再提出しましょう。 

・避難には、施設内にとどまって安全を確保する｢屋内安全確保｣と施設外に移動する｢立退き

避難｣があります。 
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【参考情報等】 

（参考）観測潮位の確認方法 

・「防災みえ.jp」より、観測潮位が入手できます。 

 

①「防災みえ」で検索 

②トップページから、「緊急時お役たち情報」内の「気象情報」▶「三重県潮位情報システム」をクリ

ック 

③観測潮位等（伊勢湾沿岸）について、観測所別に観測水位情報一覧が表示されます。（10分毎

に更新表示） 

          
 

 

※三重県潮位情報システムの直リンクはこちら 

https://www.bosaimie.jp/X_MIE_PUB_VF_kk600 

 

 

④また、同ページの関連サイト「気象庁 潮位観測情報」では熊野灘沿岸の情報も確認できます。 

※直リンク http://www.jma.go.jp/jp/choi/ 

 

ス
クロー

ル
 

出典：三重県HP「防災みえ.jp」より加工して作成 
https://www.bosaimie.jp/ 

https://www.bosaimie.jp/X_MIE_PUB_VF_kk600
http://www.jma.go.jp/jp/choi/
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出典：三重県HP「高潮の防災情報」より加工して作成 
https://www.pref.mie.lg.jp/common/02/ci500015073.htm 

（参考）高潮について 

現象：潮位が海岸堤防等の高さを超えるなどして流入した氾濫水により、広い範囲が一気に浸水

し、家屋の流失などが起きます。潮位が堤防を超えていなくても、高潮と重なり合った高波

が海岸堤防を越えるなどして流入した氾濫水が家屋を直撃するおそれもあります。 

 

表・気象庁が発表する警報・注意報 

警報・注意報の種類 発表基準 

高潮注意報 台風や低気圧等による異常な海面の上昇により災害が発生するお

それがあると予想したとき 

高潮警報 台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災害が発

生するおそれがあると予想したとき 

高潮特別警報 数十年に一度の強さの台風や同程度の温帯低気圧により高潮に

なると予想したとき 

 

表・都道府県知事が発表する水位到達情報（水位周知海岸） 

水位到達情報の種類 発表基準 

高潮氾濫発生情報 

（警戒レベル５相当情

報） 

・高潮により相当な損害を生ずるおそれがある海岸として基準観

測所の潮位が高潮特別警戒水位（高潮による災害の発生を特に

警戒すべき水位）に達したとき 

・高潮による氾濫もしくは高波による越波により浸水が発生した

とき又は氾濫したものと推測されるとき 

 

イメージ図 
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（2）-６ 防災体制（津波・到達時間が短い場合） 

  津波到達時間が短い場合

４　防災体制

【防災体制確立時の組織構成と役割分担】

防災体制一覧表 　⇒様式１２

・地震に伴う強い揺れ又は長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合
・津波注意報、津波警報、大津波警報が発表された場合
・避難指示が発令された場合

・（緊急安全確保の誘導）

・状況把握、指揮
・気象情報、水位情報、避難
情報等の収集

　津波は 20cm から 30cm 程度の高さであっても、急で強い流れが生じるため、これに巻き込まれて流されれば、命を
脅かされる可能性があることから、大津波警報・津波警報・津波注意報のいずれが発表された場合であっても、危険な
地域からの一刻も早い避難行動をとる必要がある。
　また、震源が沿岸に近い場合は地震発生から津波来襲までの時間が短いことから、少しでも早く避難する必要があ
り、津波災害警戒区域等に居るときに強い揺れ（震度 4 程度以上）又は長時間ゆっくりとした揺れを感じた者は、気象
庁の津波警報等の発表や市町村からの避難指示の発令を待たずに、自主的かつ速やかに避難行動をとることが必要
である。

1 名人数 1 名 15 名 人数

名

・要配慮者等の装備品の装
着

1 名 15 名 人数人数

警戒レベル
３
↓

警戒体制

人数

・状況把握、指揮
・気象情報、水位情報、避難
情報等の収集

・施設職員や避難支援協力
者へ連絡

避難誘導班
※利用者の避難支援

・避難完了の確認
・避難先での持ち出し品等
の管理

・避難先での利用者支援の
監督

・避難先での利用者支援

2

責任者 ◯◯ 責任者 ◯◯ 責任者 ◯◯

人数

・移動用車両の確保

・避難先への持ち出し品等
を運搬

◯◯

記載例
様式２

統括指揮者
※全体を指揮

情報連絡班
※情報収集や伝達

装備品等準備班
※設備や装備品等の点検・準備

・施設職員等召集

・避難開始判断

1 名

警戒レベル３
↓

警戒体制

・（緊急安全確保の判断）

1 名

警戒レベル
４
↓

非常体制

人数

レベル

人数

・利用者家族等への連絡

・市町村等への連絡

・避難誘導開始

責任者

① 

② 
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項目番号 様式の目的 

４ 

（津波・短） 
各レベルでの防災体制、避難開始の判断基準（トリガー）を整理する 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 
原則「警戒レベル３」で避難開始ができるよ

う、警戒レベルごとの防災体制を施設関係者

で検討し、共有しましょう。 

・避難開始のタイミン

グの考え方を参照 

⇒２６ページ 

□ ② 
自らの施設の避難必要時間を踏まえて、命を

守ることを最優先に、できる最低限の内容を

決定しましょう。 

・様式３（４９ページ）と

並行して検討しましょ

う 

□  

避難開始のタイミングの考え方 

・地震発生に伴い、大津波警報、津波警報、津

波注意報が発令され、津波が到達するまでの

猶予時間（リードタイム）がないため、想定する

避難先へ一刻も早く避難を開始することが必

要です。 

・津波浸水想定区域等に居るときに強い揺れ

又は長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合

は、津波警報等の発表や避難情報を待たず、

自主的かつ速やかに避難行動をとることが必

要です。 

 

□  

・トリガーとなる情報の収集先を確認するた

め、地震・津波に関する情報を収集する方法

を確認しましょう。 

（参考）地震・津波に関

する情報 

⇒４５ページ 

（参考）津波に関する

情報の収集方法 

⇒４６ページ 

   
 

◆補足 

・状況が大幅に変更となった場合は、各時点で修正して再提出しましょう。 

・夜間の避難の場合は、夜間ならではの危険も伴うことから、夜間を想定した避難の想定・計画

も検討しましょう。 
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【参考情報等】 

（参考）地震・津波に関する情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：気象庁ガイドブック2023 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/jma-guidebook/index.html 
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出典：三重県HP「防災みえ.jp」より加工して作成 
https://www.bosaimie.jp/ 

（参考）津波に関する情報の収集方法 

・「防災みえ.jp」より、津波情報が入手できます。 

 

①「防災みえ」で検索 

②トップページから、「緊急時お役たち情報」内の「気象情報」▶「津波情報」をクリック 

③津波情報がある場合、その内容が表示されます。 

 ※発表情報がない場合は、「現在、津波に関する情報は発表されていません。」と表示されます。 

 

          
 

 

※津波情報の直リンクはこちら 

https://www.bosaimie.jp/X_MIE_PUB_VF_kj300 

 

 

 

 

  

ス
クロー

ル
 

https://www.bosaimie.jp/X_MIE_PUB_VF_kj300
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（2）-７ 防災体制（津波・到達時間が長い場合） 

  
津波到達時間が長い場合

４　防災体制

【防災体制確立時の組織構成と役割分担】

防災体制一覧表 　⇒様式１２

・「遠地地震に関する情報」の中で津波の到達予想時刻等の情報が発表された場合

・高齢者等避難が発令された場合
・津波注意報、津波警報、大津波警報が発表された場合
・避難指示が発令された場合

・避難先での利用者支援の
監督

・避難先での利用者支援

・（緊急安全確保の誘導）

・市町村等への連絡 ・避難完了の確認

・要配慮者等の装備品の装
着

・避難開始判断

人数 1

・市町村等への連絡
・避難先への持ち出し品等
を運搬

1

人数

・状況把握、指揮
・避難先での持ち出し品等
の管理

・利用者家族等への連絡

責任者 ◯◯◯◯◯◯

名

人数 1

・（避難開始判断） ・（避難誘導開始）

15 名

1 名 人数

記載例
様式２

統括指揮者
※全体を指揮

情報連絡班
※情報収集や伝達

避難誘導班
※利用者の避難支援

装備品等準備班
※設備や装備品等の点検・準備

・状況把握、指揮

人数

・（緊急安全確保の判断）

人数名

・移動用車両の確保

人数名 人数 2 名

・状況把握、指揮

・避難に必要な設備や装備品、備蓄品、
避難先への持ち出し品等を点検し準備

名 人数 1 名1 10

名

1 名

16 名 人数 1 名

・気象情報、水位情報、避難
情報等の収集

・避難誘導開始

・避難ルートの確認

レベル
責任者 責任者

・移動用車両の手配

警戒レベル
２
↓

注意体制

人数

人数

・施設職員等召集
・施設職員や避難支援協力
者へ連絡

警戒レベル２
↓

注意体制
警戒レベル３

↓
警戒体制

　我が国から遠く離れた場所で発生した地震に伴う津波のように到達までに相当の時間があるものについては、気象
庁が、津波警報等が発表される前から津波の到達予想時刻等の情報を「遠地地震に関する情報」の中で発表する場
合がある。
　市町村は、この「遠地地震に関する情報」の後に津波警報等が発表される可能性があることを認識し、津波警報等の
発表前であっても、必要に応じて高齢者等避難の発令を検討するものとなっている。
　施設利用者の人数や特性等から、施設利用者の避難完了に多くの時間を要する場合には、気象庁の津波警報等の
発表や市町村からの避難指示の発令を待たずに、自主的かつ速やかに避難行動をとることが必要である。

警戒レベル
４
↓

非常体制

警戒レベル
３
↓

警戒体制

・気象情報、水位情報、避難
情報、避難先情報等の収集

・避難誘導体制の確認

◯◯ 責任者

① 

② 
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項目番号 様式の目的 

４ 

（津波・長） 
各レベルでの防災体制、避難開始の判断基準（トリガー）を検討する 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 
原則「警戒レベル３」で避難開始ができるよ

う、警戒レベルごとの防災体制を施設関係者

で検討し、共有しましょう。 

・避難開始のタイミン

グの考え方を参照 

⇒２６ページ 

□ ② 
自らの施設の避難必要時間を踏まえて、時間

軸に対応するきっかけ（トリガー情報）を決定

しましょう。 

・様式３（４９ページ）と

並行して検討しましょ

う 

□  

・「防災みえ.jp」より、トリガー情報収集先の確

認のため、津波に関する情報がわかるページ

を確認します。 

（⇒４６ページ） 

（参考）地震・津波に関

する情報 

⇒４５ページ 

□  

避難開始のタイミングの考え方 

・地震発生に伴い、大津波警報、津波警報、津

波注意報が発令されます。避難情報の発令を

待つことなく、施設がもつリードタイムに応じ

て速やかな避難準備と避難を開始することが

必要です。 

 

   
 

◆補足 

・状況が大幅に変更となった場合は、各時点で修正して再提出 

・夜間の避難の場合は、夜間ならではの危険も伴うことから、夜間を想定した避難の想定・計画

も検討しましょう。  
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（３） 情報収集・伝達 

  
５　情報収集・伝達
(1) 情報収集

収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする。
災害リスクに応じて、下記の表をコピーして使用してください。

(2) 情報伝達

利用者緊急連絡先一覧表 　⇒様式８
緊急連絡網 　⇒様式９
外部機関等の緊急連絡先一覧表 　⇒様式１０

施設職員
避難支援協力者
施設職員
避難支援協力者

施設職員
避難支援協力者

避難誘導班

インターネット
（川の防災情報）
インターネット
（気象庁HP）

市役所からの電話

避難開始の連絡

洪水警報

氾濫警戒情報

・津波注意報、津波警報、大津波警報

・高潮注意報、高潮警報、高潮特別警報

・市町村のメール通知サービス　等

・気象庁HP

・市町村へ電話問い合わせ　等

・日本道路交通情報センターのHP　等

市役所の担当部署

情報連絡班

情報連絡班

情報連絡班

施設職員
避難支援協力者
施設職員
避難支援協力者

市役所の担当部署

施設職員
避難支援協力者

施設職員

施設利用者の家族

施設職員
避難支援協力者
施設職員
避難支援協力者
施設職員
避難支援協力者
施設職員
避難支援協力者

施設職員
避難支援協力者

情報連絡班

情報連絡班

情報伝達先

情報伝達の流れ

情報連絡班

情報連絡班

情報連絡班

情報連絡班

情報連絡班

情報連絡班

・気象庁HP

・防災アプリ

・市町村のメール通知サービス　等

津
波

・テレビ、ラジオ、気象庁HP

・防災アプリ

・市町村のメール通知サービス　等

高齢者等避難が発令されました。

避難先の○○は開設されています。

〇〇では、〇〇時〇〇分に避難を開始しました。

大雨警報

洪水警報が発表されました。
警戒体制をとる段階です。
〇〇川に氾濫警戒情報が発表されました。
警戒体制をとる段階です。
大雨警報が発表されました。
警戒体制をとる段階です。

・テレビ、ラジオ、気象庁HP・大雨注意報、大雨警報、大雨特別警報

・テレビ、ラジオ、気象庁HP、都道府県のHP

・テレビ、ラジオ、気象庁HP

入手先

・川の防災情報のHP

情報連絡班

インターネット
（気象庁HP）

市役所からの電話

発信者

情報連絡班

情報連絡班

情報連絡班

福祉避難場所の開設状況

・洪水注意報、洪水警報

・土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）

・土砂災害警戒情報

避難先の開設情報

事前休業のお知らせ

職員への招集連絡

洪水注意報

氾濫注意情報

大雨注意報が発表されました。
注意体制をとる段階です。

市役所へ電話

警戒レベル
３

警戒レベル
２

警戒レベル

情報連絡班

雨
水
出
水

・テレビ、ラジオ、気象庁HP

・都道府県・市町村のHP

洪水注意報が発表されました。
注意体制をとる段階です。
〇〇川に氾濫注意情報が発表されました。
注意体制をとる段階です。

統括指揮者の判断を確認

統括指揮者の判断を確認

主な入手先

インターネット
（気象庁HP）

早期注意情報

インターネット
（川の防災情報）
インターネット
（気象庁HP）

大雨の警報級の可能性「高」が発表されました。
災害への心構えを高める段階です。

避難指示が発令されました。

避難誘導班に確認

インターネット
（気象庁HP）
インターネット
（川の防災情報）

高齢者等避難

避難誘導班に確認 〇〇では、〇〇時〇〇分に避難を完了しました。

伝達内容

〇〇日は、大雨が予想されていますので、施設を
休業することになりました。
大雨注意報が発表されましたので施設に参集して
ください。

インターネット
（気象庁HP）

避難完了の連絡

〇〇川に氾濫危険情報が発表されました。
非常体制をとる段階です。
土砂災害警戒情報が発表されました。
非常体制をとる段階です。

氾濫危険情報

対象情報

避難指示

・川の防災情報のHP

【防災気象情報（気象庁）】

・早期注意情報（警報級の可能性）

収集すべき情報

道路の通行止め情報

【避難所の開設状況（市町村）】

指定緊急避難場所や

・防災アプリ、市町村のメール通知サービス等

・テレビ、ラジオ

・市町村のHP

・テレビ、ラジオ、気象庁HP

・テレビ、ラジオ、気象庁HP

・緊急速報メール　等

・テレビ、ラジオ

・市町村のHP

共
通
の
情
報

・テレビ、ラジオ、気象庁HP

【避難情報（市町村）】

・警戒レベル3　高齢者等避難

・警戒レベル4　避難指示

・警戒レベル5　緊急安全確保

記載例
様式３

・市町村のメール通知サービス

警戒レベル
４

土砂災害警戒情報

・雨水出水氾濫危険情報

（水位周知下水道において発表される情報）

・大雨注意報、大雨警報、大雨特別警報

・キキクル（大雨・洪水警報の危険度分布）

・洪水予報

　氾濫注意情報、氾濫警戒情報

　氾濫危険情報、氾濫発生情報

・大雨注意報、大雨警報、大雨特別警報

洪
水

土
砂
災
害

高
潮

警戒レベル
１

大雨注意報

① 

② 



50 
 

項目番号 様式の目的 

５ 
防災体制確立や避難開始の判断のために必要な情報の収集先を整理する 

情報伝達先を整理する 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 
自施設にとって必要な情報を速やかに収集で

きるよう、実際に収集する情報や入手方法・手

順を確認しましょう。 

 

□ ① 
停電等も考慮しながら、施設にとってどの方

法が良いかを確認しましょう。 

 

□ ② 
情報伝達内容の精度にばらつきがないよう、

どの情報伝達先に対して、何を伝達するかを

明文化しましょう。 

 

□   
 

◆補足 

（重要） 

・迅速さと正確さが求められるため、入手先の記載だけでは十分とは言えません。 

・警戒レベルごとに発表される防災情報の意味を十分に理解し、いつでもすぐに情報収集でき

るよう、webサイトやアプリをお気に入り等に登録しておくことが重要です。 

・また、避難確保計画とは別に、収集する情報の収集方法を容易に確認できるシートを作成し、

常備しておくことも考えられます。 

・市町によっては、施設から市町に対して避難所の開設状況の確認や開設の要請等を直接行う

ことができることもあります。そのような場合は、市町の担当する窓口に確認し、その連絡先を

しましょう。 
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【参考情報等】 

（参考）収集すべき情報と入手先チェックリスト 

  ﾁｪｯｸ 収集すべき情報 入手先 

共
通
の
情
報 

□ 

【防災気象情報（気象庁）】 

・早期注意情報（警報級の可能性） 

・テレビ、ラジオ、気象庁HP 

・津地方気象台 

・防災アプリ、市町のメール通知サービ

ス等 

□ 

【避難情報（市町村）】 

・警戒レベル3 高齢者等避難 

・警戒レベル4 避難指示 

・警戒レベル5 緊急安全確保 

・テレビ、ラジオ 

・市町のHP 

・市町のメール通知サービス 

・緊急速報メール 等 

□ 

【避難所の開設状況（市町）】 

指定緊急避難場所や 

福祉避難場所の開設状況 

・テレビ、ラジオ 

・市町のHP 

・市町へ電話問い合わせ 等 

□ 道路の通行止め情報 ・日本道路交通情報センターのHP 等 

洪
水 □ 

・洪水注意報、洪水警報 

・大雨注意報、大雨警報、大雨特別警報 

・テレビ、ラジオ、気象庁HP 

・テレビ、ラジオ、気象庁HP 

□ 
・キキクル（大雨・洪水警報の危険度分

布） 

・気象庁HP 

□ 
・洪水予報 

 氾濫注意情報、氾濫警戒情報 

 氾濫危険情報、氾濫発生情報 

  

・川の防災情報のHP 

・川の防災情報のHP 

雨
水
出
水 

□ ・大雨注意報、大雨警報、大雨特別警報 ・テレビ、ラジオ、気象庁HP 

□ ・雨水出水氾濫危険情報 ・三重県・市町のHP 

高
潮 

□ 

・高潮注意報、高潮警報、高潮特別警報 

  

  

・テレビ、ラジオ、気象庁HP 

・防災アプリ 

・市町のメール通知サービス 等 

津
波 

□ 

・津波注意報、津波警報、大津波警報 

  

  

・テレビ、ラジオ、気象庁HP 

・防災アプリ 

・市町のメール通知サービス 等 

土
砂
災
害 

□ ・大雨注意報、大雨警報、大雨特別警報 ・テレビ、ラジオ、気象庁HP 

□ 
・土砂災害警戒情報 ・テレビ、ラジオ、気象庁HP、都道府県

のHP 

□ 
・土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の

危険度分布） 

・気象庁HP 
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（参考）各種情報収集先(例) 

 

・防災みえ.jp HP内 緊急時お役立ち情報 

https://www.bosaimie.jp/static/X_MIE_k0000 

 

 

・防災みえ．ｊｐ メール配信サービス 

https://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/50477007946.ht

m 

詳細⇒５０ページ 

 

・日本道路交通情報センターHP 

https://www.jartic.or.jp/ 

 

 

 

・キキクル（気象庁） 

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#zoom:8/ 

lat:34.524661/lon:136.400757/colordepth:normal/ 

elements:land 

 

 

・川の防災情報 

https://www.river.go.jp/index 

 

 

 

 

  

https://www.bosaimie.jp/static/X_MIE_k0000
https://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/50477007946.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/50477007946.htm
https://www.jartic.or.jp/
https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#zoom:8/lat:34.524661/lon:136.400757/colordepth:normal/elements:land
https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#zoom:8/lat:34.524661/lon:136.400757/colordepth:normal/elements:land
https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#zoom:8/lat:34.524661/lon:136.400757/colordepth:normal/elements:land
https://www.river.go.jp/index
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（参考）防災みえ．ｊｐ メール配信サービス 

三重県庁HP内 直リンク：

https://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/50477007946.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：三重県防災対策部災害対策推進課より提供 

https://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/50477007946.htm
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（参考）川の防災情報 

https://www.river.go.jp/index 

上記URLより、情報を探すこともできますが、「防災みえ.jp」経由で情報を探

すと便利です。 

 

・「防災みえ.jp」より、水位観測所の位置と、トリガー情報収集先の確認のため、その水位情報が

わかるページを確認します（イメージはスマートフォンの例）。 

①「防災みえ」トップページから、「緊急時お役たち情報」内の「気象情報」▶「水位」をクリック 

        

②施設が立地する市町名をクリック 

③市町内の水観測所が設置されている河川について、 

観測所別に観測水位情報一覧が表示されるので、 

対象の観測所の一番右列「川の防災情報」の川マー 

クをクリックすると、確認できます。 

  

 

 

 

 

 

 

  

ス
クロー

ル
 

出典：三重県HP「防災みえ.jp」より加工して作成 https://www.bosaimie.jp/ 
国土交通省HP「川の防災情報」より加工して作成 https://www.river.go.jp/index 

 

川マーク 

https://www.river.go.jp/index
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（４） 避難誘導 

  
６　避難誘導
（１）避難先、移動距離及び避難方法

以下に該当するか検討の上、屋内安全確保を選択するかどうかを慎重に判断する
※家屋倒壊等氾濫想定区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、

　津波による浸水のおそれがある区域に存していないこと

※浸水しない居室があること

※一定期間浸水することにより生じる可能性がある支障を許容できること

・緊急安全確保
急激に災害が切迫することにより、避難確保計画に定めた場所への避難を安全にできないような、

過酷な事象に遭遇した場合は「 」に緊急的に移動する

（２）避難経路
避難先までの避難経路は、【施設周辺の避難地図】【施設建物内の避難経路図】のとおりとする。
避難先は、避難訓練等により避難できることを確かめ、必要に応じ見直しするものとする。

【施設周辺の避難地図】 ⇒別紙１、【施設建物内の避難経路図】 ⇒別紙２
対応別避難誘導一覧表 　⇒様式１１

C中学校

斜面の反対側の2階の○○室

✓

避難先名称

Ａ会（系列グループホーム）

○○ビル

本施設2階○○室

避難先名称

Ａ会（系列グループホーム）

指定緊急避難場所

近隣の安全な場所

屋内安全確保

近隣の安全な場所

B小学校（校舎2階以上）

○○ビル

B小学校（校舎2階以上）

○○ビル

警戒レベル3　高齢者等避難

✓

200 ✓

系列施設や
他の同種類似施設

津波

Ａ会（系列グループホーム）

15分

警戒レベル3　高齢者等避難

警戒レベル3　高齢者等避難

車椅子

避難方法

その他機材

車椅子

エレベーター、車椅子、ストレッチャー

避難方法

その他機材

避難開始基準

避難に要する
時間

避難開始基準

1時間 警戒レベル3　高齢者等避難

45分 警戒レベル3　高齢者等避難

1時間

45分

30分

30分 警戒レベル3　高齢者等避難

15分 警戒レベル3　高齢者等避難

車両

避難に要する
時間

台

その他機材

警戒レベル3　高齢者等避難

車両

屋内安全確保

雨水出水

系列施設や
他の同種類似施設

指定緊急避難場所

近隣の安全な場所

記載例
様式４

①原則、施設利用者の適切な支援を提供できるＡ会（系列グループホーム）に立退き避難をする。
②避難する時間が確保できない場合は、指定緊急避難場所に立退き避難をする。

系列施設や
他の同種類似施設

洪水

指定緊急避難場所

車椅子

近隣の安全な場所

指定緊急避難場所

近隣の安全な場所

土砂災害

系列施設や
他の同種類似施設

指定緊急避難場所

屋内安全確保

高潮

系列施設や
他の同種類似施設

車椅子

車椅子

その他機材

台650

m 4 台

移動距離

40分
強い地震発生
津波注意報など

避難に要する
時間

1時間

45分

警戒レベル3　高齢者等避難✓1,000 m

✓

500 m 台

1,000 m 台

避難に要する
時間

2時間

避難開始基準

強い地震発生
津波注意報など
強い地震発生
津波注意報など

1時間

m 4

車椅子

30分

避難開始基準

警戒レベル3　高齢者等避難

警戒レベル3　高齢者等避難

警戒レベル3　高齢者等避難

車椅子

車椅子✓ ✓

✓

500 m 4

移動距離
徒歩 車両

✓ ✓

50 m

移動距離
徒歩 車両

車椅子 1時間4 台

台

✓

避難先名称

✓

500 m 4 台

1,000 m 4 台

✓

200 m 4 台

台

1,000 m 4 台

避難方法

車椅子

車椅子

エレベーター、車椅子、ストレッチャー

車椅子

避難方法

その他機材

車椅子

○○ビル

移動距離
徒歩

45分 警戒レベル3　高齢者等避難

30分 警戒レベル3　高齢者等避難

15分 警戒レベル3　高齢者等避難

避難に要する
時間

避難開始基準

200 m 4

徒歩

m

1,000

○○ビル

4 台

500 m 4 台

✓ ✓

50 m

✓

200 m

エレベーター、車椅子、ストレッチャー

✓

200 m 4 台

本施設2階○○室

避難先名称

Ａ会（系列グループホーム）

B小学校（校舎2階以上）

B小学校（校舎2階以上）

移動距離
徒歩 車両

✓ ✓

50 m

車椅子

避難先名称

Ａ会（系列グループホーム）

車椅子

避難方法

本施設2階○○室

① 

② ③ 

④ 

① 

⑤ 
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項目番号 様式の目的 

６ 避難先を検討し、整理する 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 
「屋外退去避難」を原則としつつ、施設の状況

に応じて「屋内安全確保」とどちらの避難方針

とするかを検討しましょう。 

避難先選定フロー 

⇒５８ページ 

□ ① 
避難する時間が確保できない場合、指定緊急

避難場所に立ち退き避難するなど、セカンド

プラン（第２候補）も検討しましょう。 

 

□ ② 
避難先はそれぞれの災害の種類に応じた場所

を選定しましょう。※不必要な表は削除 

 

□ ③ 
移動距離と手段を念頭に、移動に必要な時間

を想定しましょう。 

 

□ ④ 

避難経路や利用者個別の避難誘導について、

様式別紙１（７５ページ）又は様式別紙２（７７ペ

ージ）と様式１１（７１ページ）と合わせて検討し

ましょう。 

 

□ ② 

（共通事項） 

□施設利用者が避難する避難先として適切で

すか。 

□移動手段と当日の体制（職員の人数）を考

えてみましょう。 

□避難開始基準は、避難先、移動手段、時間を

考慮し、避難先別に検討しましょう。 

 

 

□ ② 

（屋外退去避難の場合） 

安全な場所を避難先・経路とする設定を基本

として、以下のことを確認しながら、検討す

る。 

□移動距離はどれくらいか。また、移動手段は

何かを検討しましょう。 

□施設の防災体制で避難を実現することが可

能か。可能にするためのリソース（人材・時間）

はいくら必要かを検討しましょう。 

□避難先には、最大でどの程度の期間滞在す
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ることを想定しましょう。 

□避難経路上で気をつけておきたいことは何

かを書き出しましょう。 

 

□ ② 

（屋内安全確保の場合） 

安全な場所を避難先・経路とする設定を基本

として、以下のことを確認しながら、検討す

る。 

□屋内安全確保の場合は、施設内の避難場所

となる階数や部屋の名前等を書きましょう。 

□移動手段は何かを検討しましょう。 

□施設の防災体制で避難を実現することが可

能か。可能にするためのリソース（人材・時間）

はいくら必要かを検討しましょう。 

□避難先には、最大でどの程度の期間滞在す

ることを想定しましょう。 

□避難経路上で気をつけておきたいことは何

かを書き出しましょう。 

 

 

□ ⑤ 
万が一を想定し、「緊急安全確保」の行動も想

定しましょう 

 

□   
 

◆補足 

・立退き避難は、災害リスクのある場所の施設を離れ、災害リスクのある区域外の避難先に避

難することであり、避難行動の基本です。 

浸水想定区域等の災害リスクのある場所の施設であっても、浸水深より高い階に移動すること

によって、利用者の安全を確保することが可能な場合があります。 こうした施設で、施設内に

留まって避難するのが「屋内安全確保」です。 

・停電によりエレベーターが停止すること等も考慮し、そうした場合の移動に必要な時間も検討

しましょう。 

・決めていた職員が参集できない、施設の車が使えない等の予期せぬ事態に対応できるかどう

かもイメージして、より実効性を高めることも重要です。 

・他の社会福祉施設等を避難先に選定する場合には、その連絡先や連絡するタイミングも整理

しましょう。 
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出典：国土交通省HP「要配慮者利用施設における避難確保に関するｅラーニング教材」 
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/e-learning.pdf 

【参考情報】 

（参考）避難先選定フロー 
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（５） 避難に必要な設備、装備品や備蓄品の整備 

  ７　避難に必要な設備の整備

８　避難に必要な装備品や備蓄品の整備

電話やファックス

名簿（施設利用者）
案内旗
ビブス
懐中電灯
ハンドマイク
雨具
ライフジャケットやヘルメット
避難ルートを示したマップ
救急用品
移動用の車両

情報収集・伝達

階段昇降機の設置
その他（ 非常用サイレン

　避難に必要な装備品や備蓄品等の例については、下表に示すとおりである。これらの装備品や備蓄
品等については、日頃からその維持管理に努めるものとする。

10
1

各階の職員エリア
3 各階の職員エリア

車椅子

インターネットに接続したパソコンやタブレット端末

テレビやラジオ

車庫
1階備品倉庫

分類

1階備品倉庫
1階備品倉庫

3
1階備品倉庫
1階備品倉庫

10
5

0

緊急時の設備

1

受付、各階の職員エリア
各職員
2階機械室

数量
1
10
5

避難に必要な装備品や備蓄品等
装備品や備蓄品等

携帯電話やスマートフォン
電池や非常用電源

止水板

電池や携帯充電器

）その他（

1階備品倉庫

5

10
20

受付、各階の職員エリア

通常の設備

）

その他

避難先

5
5

受付、各階の職員エリア
受付、各階の職員エリア

2階機械室

受付、各階の職員エリア

20

ー

20
20

1階備品倉庫
1階備品倉庫

担架

3日/人
3日/人

5

水や食糧
衛生用品や衣料品

設置場所、保存場所
受付

1階備品倉庫30

30
1階備品倉庫
1階備品倉庫

3 屋上

1階備品倉庫
0 ー
3 1階備品倉庫

記載例
様式５

　避難誘導の際に使用する設備等については、下表に示すとおりである。これらの設備
等については、日頃からその維持管理に努めるものとする。

上下階の移動のできる大型スロープの設置
エレベーター

設備等
避難に必要な設備等

分類 数量 設置場所、保存場所

10

停電対策としての非常用電源の設置
土のう

1 施設中央部（1～3階）

避難誘導

防寒着・毛布
携帯トイレ

① 

② 
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項目番号 様式の目的 

７・８ 
避難に必要な設備を整理する 

装備品や備蓄品を整理する 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 
施設に応じて、避難に必要となるエレベーター

や車椅子などの設備を整理しましょう。それら

の設置場所や保管場所も確認しましょう。 

 

□ ② 

情報収集・伝達時、避難誘導時、避難先での滞

在（避難生活）、各場面（分類）に必要な装備

品・備蓄品を整理しましょう。 

具体的には、以下①～③のように分けて確認

します。 

 

□  
①情報収集・伝達時、避難誘導時に必要なも

の（案内旗、拡声器など）を整理する。 

 

□  
②避難所等での 避難生活時に必要なもの

（水、食料、薬など）を整理する。 

 

□  ③水害時に活用できる状態かを確認する。 
 

□ ①② 

現状を整理するだけでなく、検討の中で必要

と考えられるものがあれば、調達・備蓄し、リ

ストアップしましょう。 

 

□ ①② 

利用者個別に必要なものは、担当者（職員）が

良く知っているため、整理にあたっては施設

関係者全員の声を聞くことが重要です。 

 

◆補足 

・利用者の避難支援にあたり、利用者のＡＤＬ（歩けるかどうかなど）や要介護状態等を考慮し、

避難に必要な設備（エレベータやスロープ等）を確保しましょう。 

・設備、装備品、備蓄品は、日頃からの維持管理に努めましょう。具体的には、定期的に確認で

きるようチェックリストを用意すること等が考えられます。 

 

＜留意事項：垂直避難の対応について＞ 

垂直避難の場合、長期化や孤立等により、水や食料、医療品の確保や体調を崩した場合の処置

等に困難を伴うことも想定されます。 

必要な物資の備蓄や、市町防災部局・消防機関等との連絡体制の確保、カルテのバックアップ、

最低限必要となる照明や医療機器のための自家発電設備等の準備を整えておくなど、避難生

活の長期化に留意してください。 
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既存の消防計画等がある場合は、それに追加してもよい。

９　防災教育及び訓練の実施に関する事項

1月頃
新規入職者・施設利用
者の家族はその都度

○施設職員、施設利用者や施設利用者の家族、避難支援協
力者に電子データなどで避難確保計画を共有し、周知する

記載例
様式６

実施予定時期

12月頃
新規入職者・施設利用
者の家族はその都度

2月頃

3月頃

1月頃
新規入職者・施設利用
者の家族はその都度

2月頃

6月頃避難確保計画の見直し

避難訓練結果の報告様式に基づき、○○市に訓練結果を報
告する

3月頃

4月頃

○避難方法の確認
○避難に要する時間の計測　等

〇訓練終了後に参加者全員で訓練を振り返る
〇訓練計画時に決めた訓練の目的・目標について達成度を確
認し、その後、個別の反省点や行動等について意見交換する

5月頃

情報収集、情報伝達訓練

屋内安全確保訓練

市町村への避難訓練結
果の報告

立退き避難訓練

施設職員、避難支援協力
者への防災教育

利用者、施設利用者の家
族への防災教育

避難訓練結果
の振り返り

防災教育及び訓練の年間計画

通所部門

入所部門

避難確保計画の周知

○水害・土砂災害の危険性や避難場所の確認
○過去の被災経験や災害に対する知恵の伝承　等

○水害・土砂災害の危険性や避難場所の確認
○緊急時の対応等に関する保護者・家族等への説明　等

○施設職員の緊急連絡網の試行
○保護者・家族等への情報伝達手段（メール・電話等）の確
認、情報伝達の試行　等

〇振り返りであげられた意見や問題点を踏まえて、避難確保
計画を見直す

避難確保計画の作成＝防災体制の確立

○施設職員の緊急連絡網の試行
○保護者・家族等への情報伝達手段（メール・電話等）の確
認、情報伝達の試行　等

情報収集、情報伝達訓練

○避難経路ごとに避難方法（車、徒歩など）を確認
○施設から避難先までの避難に要する時間の計測　等

（６） 防災教育及び訓練の実施に関する事項 

 

  

① 

④ 

⑤ 

③ 

② 

⑥ 
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項目番号 様式の目的 

９ 
防災教育や訓練の実施を通じて、振り返りを行うプロセスを計画的に取り組むよ

う各取り組みの時期を決めておく 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 
・職員への避難確保計画の内容を共有するた

めの『防災教育』を毎年１回以上実施するよう

計画しましょう。 

 

□ ② 

年１回以上の『避難訓練』の実施は義務です。 

『避難訓練』には、いろいろな種類があります。

自施設で取り組めるものから、毎年１回以上

取り組むよう計画しましょう。 

避難訓練の種類 

⇒６３ページ 

□ ③ 
・『防災教育』『避難訓練』等の各実施日程を決

めておきましょう。 

 

□ ③ 
・（大雨・台風等の災害想定の）避難訓練は「出

水期前」に行うことを基本としてください。 

 

□ ③ 
・職員の入れ替わりや異動等をきっかけに時

期を設定すると効果的です。組織体制の弱体

化をリカバリーしましょう。 

 

□ ④ 

避難訓練後は、振り返りを必ず行うように計

画しておきましょう。 

振り返りで得た課題を検討し、検討結果を計

画に反映させることで、計画の実効性が高ま

ります。 

 

□ ⑤ 
避難訓練の実施結果を市町へ報告することは

義務です。訓練実施後、各市町の窓口へ報告

書を提出する時期（目安）を記載しましょう。 

 

□ ⑥ 
訓練の振り返りで得た課題を検討し、避難確

保計画を継続的に見直すよう、見直す時期も

決めておきましょう。 

 

□  
・決めた各日程を施設全体の業務計画や行事

計画に反映させましょう。 

 

◆補足 

・職員のみの訓練でも訓練です。 できる訓練から実施しましょう。 訓練は失敗して、課題を見

つけることが重要です。繰り返しの訓練 がいざという時に役立ちます 。 
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出典：国土交通省HP「要配慮者利用施設における避難確保に関するｅラーニング教材」より加工して作成 
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/e-learning.pdf 

【参考情報等】 

（参考）避難訓練の種類 

 

○避難先の別 

①屋外退去避難（立退き避難）訓練 

②屋内安全確保訓練 

 

 

○訓練方法の別 

①実動訓練 

②図上訓練 

③情報収集・情報伝達訓練 

④避難経路等の確認訓練 

 

⇒避難訓練には、いろいろな種類があります。自らの施設でどれか一つ

でもできることから取り組み、実施結果を市町へ報告しましょう。また、

訓練の振り返りを行い、計画の見直しを行いましょう。 

 

 

 

 

 

○避難先の別（※実動訓練の例） 
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出典：国土交通省HP「要配慮者利用施設における避難確保に関するｅラーニング教材」より加工して作成 
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/e-learning.pdf 

○訓練方法の別（実動訓練以外の例） 
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（７） 自衛水防組織の業務に関する事項 

  

１０　自衛水防組織の業務に関する事項

（１）「自衛水防組織活動要領」に基づき自衛水防組織を設置する。

（２）自衛水防組織においては、以下のとおり訓練を実施するものとする。
①毎年 月に新たに自衛水防組織の構成員となった施設職員を対象として研修を実施する。
②毎年 月に行う全施設職員を対象とした訓練に先立って、自衛水防組織の全構成員を対象と
して情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実施する。

（３）自衛水防組織の報告
　自衛水防組織を組織または変更をしたときは、遅滞なく、当該事項を市町村長へ報告する。

「自衛水防組織活動要領」⇒別添

4
8

記載例
様式７

① 

② 

③ 
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項目番号 様式の目的 

１０ 自衛水防組織を位置づける（設置する場合） 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 設置する場合、記載が必要です（努力義務） 
 

□ ② 
訓練の実施や自衛水防組織の報告に関す

る事項を記載しましょう。 

 

□ ③ 
別途、「自衛水防組織活動要領」を作成しま

しょう。 

別添 

⇒８２ページ 

◆補足 

・自衛水防組織とは、水害時の避難対応等を行う体制であり、設置することで役割がより明確

になります。 

・職員数が比較的多い場合は、設置することが望ましいです。 

 

・自衛水防組織の詳細については、国土交通省HPの以下のリンク先を参照ください。 

「自衛水防（企業防災）について」

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/index.

html 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/index.html
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/index.html
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（８） 利用者緊急連絡先一覧表 

  既存の名簿等がある場合は、それを用いてもよい。

１１　利用者緊急連絡先一覧表

〇〇〇〇 90 〇市3丁目×× △△△△ 息子  012-3456-7890 〇市2丁目××  090-1234-5678

その他

12
13

1
2
3
4
5
6

24
25
26

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

8
9

10
11

7

記載例
様式８

住所
〇市1丁目××

氏名 続柄氏名
〇〇〇〇  090-1234-5678

緊急連絡先
年齢
84

住所
△△△△ 娘 〇市1丁目××

電話番号
 012-3456-7890

（緊急連絡先等）
利用者

27

① 
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項目番号 様式の目的 

１１ 利用者やその家族の情報、連絡先を整理する 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 

避難先へ避難する場合や前日の休業や休園

判断を行う場合には、各利用者の家族等へ連

絡を行います。そのための各連絡先や連絡方

法を整理しておきましょう。 

 

□  
定型的な連絡内容以外に、個別に必要な連絡

内容があれば、別表を作成するなど、別途整

理しておきましょう。 

 

□   
 

◆補足 

・既存の名簿がある場合は、そちらを流用して作成することもできます。表の形式は、記載例の

とおりでなくとも大丈夫です。 

・通所型施設において前日の休業や休園判断を行う場合の連絡以外に、避難先へ避難すること

や、避難が完了したこと等、利用者の安否状況を利用者の家族等へ情報共有することも大切で

す。 
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（９） 緊急連絡網・外部機関等の緊急連絡先一覧表 

  既存の名簿等がある場合は、それを用いてもよい。

１２　緊急連絡網

○○○○

012-3456-7890

012-3456-7890

○○○○

012-3456-7890

012-3456-7890

○○○○

012-3456-7890

○○○○

012-3456-7890

施設長

012-3456-7890

○○○○

事務長

012-3456-7890

012-3456-7890

○○○○

012-3456-7890

○○○○

012-3456-7890

○○○○

記載例
様式９

012-3456-7890

○○○○

012-3456-7890

○○○○

012-3456-7890

○○○○

○○○○

○○○○

012-3456-7890

既存の名簿等がある場合は、それを用いてもよい。

１３　外部機関等の緊急連絡先一覧表

市町村（福祉担当）

市町村（防災担当）

012-3456-7890

B小学校

記載例
様式10

医療機関

避難誘導等の支援者

警察署

消防署 012-3456-7890

連絡先

012-3456-7890

012-3456-7890

012-3456-7890

備考

012-3456-7890

Ａ会（系列グループホーム）

012-3456-7890

012-3456-7890

① 

② 
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項目番号 様式の目的 

１２・１３ 施設職員間や施設内外との連絡体制を整備する 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 
施設職員において、緊急の連絡網を決めてお

き、全職員で共有しましょう。 

 

□ ② 
外部機関等との連絡先を確認し、整理してお

きましょう。 

 

□ ①② 
いつでも、連絡がつく連絡先を記載しましょ

う。 

 

□  
避難にあたり、地域関係者との連携が必要な

場合は、地域との関わりを持ち、助け合える関

係性を構築しましょう 

モデル取組事例 

⇒資料No.17「事業紹

介、モデル取組事例」 

□   
 

□   
 

□   
 

□   
 

◆補足 

・既存の名簿がある場合は、そちらを流用して作成することもできます。表の形式は、記載例の

とおりでなくとも大丈夫です。 

 

（補足） 

・携帯がつながらないこともあるため、複数の伝達手段を確保することも考えられます。 

・緊急連絡網には、電話とメールに加えて、SNSやアプリを活用することも考えられます。 

・職員の入れ替わりに応じて、都度見直しを行う必要があります。 

・連絡網のチェック（見直し）として、抜き打ち連絡訓練を実施し、連絡が届かなかった職員がい

た場合等には、その問題の理由を明らかにして、理由によっては連絡網の見直しを行うことが

考えられます。 
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既存の名簿等がある場合は、それを用いてもよい。

１４　対応別避難誘導一覧表

立退き避難
備考

階段1 徒歩 要介護度1

対応内容
避難方法

担当者氏名

〇〇〇〇012-3456-7890

記載例
様式11

連絡先

〇〇〇〇

利用者氏名
屋内安全確保

〇〇〇〇

012-3456-7890 4 自動車 ストレッチャー 要介護度5〇〇〇〇

避難先へ移動

１単独歩行可能 ２介助必要 ３車いすを使用 ４ストレッチャーや担架が必要 ５その他

その他の対応

６自宅に帰宅 ７病院に搬送 ８その他

 （１０） 対応別避難誘導一覧表 

 

  ① 

① 

② 

③ 
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項目番号 様式の目的 

１４ 避難時の利用者ごとの、対応内容や対応時間を整理する。 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□ ① 

・利用者一人ひとりの対応は異なります。各利

用者を避難させるための対応内容、対応時間

を整理（イメージ）しましょう。 

・記載例では、対応内容と数字の対応凡例を

設定し、表で整理しています。 

 

□  
利用者の状態を把握し、避難する際に準備が

必要な装備（雨具、歩行補助器具等）を確認し

ます。 

（⇒様式５（５９ページ）

と並行して検討） 

□  
施設から避難場所までの移動手段（徒歩、車

いす、車等）を設定します。 

（⇒様式５（５９ページ）

と並行して検討） 

□  
・徒歩で避難することができる利用者は、杖や

歩行器等の補助器具を確保します。 

（⇒様式５（５９ページ）

と並行して検討） 

□  

・徒歩で避難することが難しい場合は、車い

す、寝たきりの利用者を移動するためにはス

トレッチャー等の補助器具を確保します。 

（⇒様式５（５９ページ）

と並行して検討） 

□  
・車で移動する場合は、福祉車両及び一般車

両等の車を確保します。 

（⇒様式５（５９ページ）

と並行して検討） 

□  
対応内容に応じて、利用者一人を避難させる

ためにスタッフが何人必要か確認しましょう。 

 

□  
利用者全員を避難させるために必要な時間を

把握しましょう。 

計画作成後、訓練を行

うことで実際に必要な

時間を確認 

⇒避難訓練の実施 

□ ② 
利用者の状態に応じて、担当者を設定しまし

ょう。 

 

□ ③ 
利用者の状態（記載例では、要介護度）を参考

情報として併記し、整理しましょう。 

 

◆補足 

・既存の名簿がある場合は、そちらを流用して作成することもできます。表の形式は、記載例の

とおりでなくとも大丈夫です。 

・日常サービス等の中で確認することで気づき(避難時の知恵)を得ることができます。 
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（１１） 防災体制一覧表 

 

  

既に防災体制を確立している場合は、それを活用してもよい。

１５　防災体制一覧表

統括指揮者 ( ) ( 代行者 )

非常

情報連絡班

警戒

責任者

避難誘導班

注意

注意

警戒

心構え

〇〇〇〇

・避難誘導体制の確認

・避難ルートの確認	

・避難誘導開始

・避難先での持ち出し品等の管理

装備品等
準備班

〇〇〇〇

人数（ 〇

人数（ 〇

警戒

非常

・避難に必要な設備や装備品、備蓄品、避難先への持ち出し品等を点検し準備

担当者名

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

役割

責任者

・移動用車両の手配

非常

非常

）名

〇〇〇〇

〇〇〇〇

担当者名役割

）名

担当者名

〇〇〇〇

〇〇〇〇

記載例
様式12

心構え

役割

〇〇〇〇

〇〇〇〇

・移動用車両の確保

・避難先への持ち出し品等を運搬

心構え

〇〇〇〇

〇〇〇〇

・施設職員や避難支援協力者へ連絡

・気象情報、水位情報、避難情報等の収集

・利用者家族等への連絡

・市町村等への連絡

警戒

〇〇〇〇責任者

人数（ 〇

注意

注意

警戒

警戒

）名

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

・施設職員への情報伝達

・気象情報、水位情報、避難情報、避難先情報等の収集

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

非常

〇〇〇〇

注意

施設長 事務長

・要配慮者等の装備品の装着

・避難完了の確認	

・避難先での利用者支援

	・（緊急安全確保の誘導）

・気象情報等収集

① 

③ 

② 

④ 

⑤ 

⑤ 

⑤ 
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項目番号 様式の目的 

１５ 防災体制の組織を具体的に検討し、整理する。 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□  
施設の防災体制として、総括指揮者、代行者

および各班員の役割を決めましょう。 

（⇒様式２（29(洪水

等),35（土砂）,39（高

潮）,43（津波・短）,47

（津波・長）ページ）と並

行して検討） 

□ ① 

・総括指揮者のほか、代行者も設置し、当人同

士で認識共有しましょう。 

・総括指揮者が不在のケースを想定して検討

します。 

 

□ ② 
施設の特性、災害リスク、防災体制の各段階に

即した役割内容を整理しましょう。 

（参考）各役割の例 

⇒２４ページ 

□ ③ 
記載例のように防災体制の各段階と警戒レベ

ルの色（白⇒黄⇒赤⇒紫）を対応させて整理

すると時系列でわかりやすくなります。 

 

□ ④ 
役割内容に応じた担当者を決めましょう。 

各担当者を決定したら、各班の合計人数（実

人数）を集計します。 

 

□ ⑤ 
班ごとに担当者の中で責任者を決めましょ

う。 

 

□  
様式２（○ページ）の内容と照らし合わせなが

ら、検討しましょう 

 

◆補足 

＜補足＞ 

・決定した防災体制（役割分担）は必ずしも全員参集できるとは限りません。一人二役以上の役

割をこなせるように訓練しておきましょう。 

・とりわけ、総括指揮者や代行者双方が不在時になることも想定されるため、実際には、そのケ

ースにも対応できるよう防災教育、訓練を実施しておきましょう。 

・職員の入れ替わりがあれば、都度見直しを行いましょう。 
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（１２） 避難先までの避難経路図 

 

  
【避難先までの避難経路図】

※施設の位置、避難先の位置、避難方法（徒歩、自動車等）、避難に要する時間等を記載してください。

避難先は、避難訓練等により避難できることを確かめ、必要に応じ見直しするものとする。

避難に要す
る時間避難先２

○○ビル

○○ビル

○○ビル

1時間

1時間

1時間

2時間

1時間

B小学校（校舎2階以上）

30分

30分

30分

40分

30分

B小学校（校舎2階以上）

Ａ会（系列グループホーム）

B小学校（校舎2階以上）

B小学校（校舎2階以上）

C中学校

45分

1時間

45分

避難先３

○○ビル

○○ビル

避難に要す
る時間

45分

45分

避難に要す
る時間

立退き避難

記載例
別紙１

　洪水時・雨水出水時・高潮時・津波の発生時・土砂災害の発生時の避難先、避難経路は以下のものとする。

雨水出水

洪水

高潮

津波

Ａ会（系列グループホーム）

避難先１

Ａ会（系列グループホーム）

Ａ会（系列グループホーム）

Ａ会（系列グループホーム）

土砂災害

本施設

C中学校

Ａ会

（系列グループホーム）

本施設

洪水 避難経路（→）

内水 避難経路（→）

高潮 避難経路（→）

津波 避難経路（→）

土砂災害 避難経路（→）

B小学校（校舎2階以上）

C中学校

Ａ会

（系列グループホーム）

○○ビル

⑤ 

① 

②④ 

③ 
⑤ 

⑤ 

③ ③ 
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項目番号 様式の目的 

別紙１ 避難先・避難経路を整理する（屋外退去避難の場合） 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□  様式４（５５ページ）と併せて検討しましょう。 
 

□ ① 
検討した避難先は、実際に避難先として使用

することができるか、避難先の管理者等に確

認しましょう。 

 

□ ① 

自治体が指定する避難所や一時避難場所以

外の建物や場所を避難先とする場合は、実際

避難先として使用することができるか確認し

ましょう。 

 

□ ② 
避難経路は、ハザードマップ等を確認し、災害

リスクの少ない避難経路を設定しましょう。 

（参考）わがまちハザー

ドマップ 

⇒１５ページ 

（参考）かさねるハザー

ドマップ 

⇒１６ページ 

□ ①③ 
避難経路を実際に歩いて（又は自動車で移動

して）、避難に必要な時間を確認しましょう。 

 

□ ④ 
施設の位置、施設からの避難先と避難経路を

記載しましょう。 

 

□ ⑤ 
避難先と避難経路は、災害・状況に応じて選

択できるように、避難先と避難経路は複数検

討しておきましょう。⇒複数の図を作成も可 

 

□  
必要な場合には垂直避難も検討しましょう。 

 

⇒様式別紙２（７７ペー

ジ） 

◆補足 

・作成した避難経路図は計画書とは別途で施設内に掲示するなど、職員又は利用者が確認しや

すいところへ配置しましょう。 

・キレイな図面として作る必要はありません。施設関係者で以下を共有することが大切です。 

○避難先と避難経路がどこか。 

○避難経路上で気をつけておきたいことはないか。 
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（１３） 施設建物内の避難経路図 

  

【施設建物内の避難経路図】

※施設建物内の避難経路図を記載してください。
避難先は、避難訓練等により避難できることを確かめ、必要に応じ見直しするものとする。

本施設2階〇〇室

本施設2階〇〇室

屋内安全確保

記載例
別紙２

　洪水時・雨水出水時・高潮時・土砂災害の発生時の施設建物内の避難経路は以下のものとする。

15分

15分

15分

避難に要する
時間

高潮

雨水出水

洪水 本施設2階〇〇室

① 

① 
② 

③ 

③ 
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項目番号 様式の目的 

別紙２ 避難先・避難経路を整理する（屋内安全確保の場合） 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□  様式４（５５ページ）と併せて検討しましょう。 
 

□  

避難先には、最大でどの程度の期間滞在する

ことを想定するかが重要です。各災害リスク

における浸水継続時間等を参考に、想定しま

しょう。 

（参考）かさねるハザー

ドマップ 

⇒１６ページ 

□ ① 
避難先は災害・状況に応じて選択できるよう

に、避難先と避難経路は複数考えておきまし

ょう。 

 

□ ② 
避難経路を実際に歩いて（又は避難用具を利

用してみて）、避難に必要な時間を確認しまし

ょう。 

 

□ ③ 
施設の平面図（簡易な間取り図等でよい）を用

いて、避難先と避難経路を記載しましょう。 

 

□  
可能であれば、選択肢として屋外退去避難も

検討しましょう。 

→様式別紙１（７５ペー

ジ） 

◆補足 

・作成した避難経路図は計画書とは別途で施設内に掲示するなど、職員又は利用者が確認しや

すいところへ配置しましょう。 

・キレイな図面として作る必要はありません。施設関係者で以下を共有することが大切です。 

○避難先と避難経路がどこか。 

○避難経路上で気をつけておきたいことはないか。 
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（１４） タイムライン 

  

ご自身の施設における避難に必要な行動を時系列順に整理したタイムラインを確認しましょう。

■早期注意情報 ・状況把握、指揮 ・気象情報等収集 ・（避難誘導体制の確認） ・（避難に必要な設備や

（警報級の可能性） ・体制確立の判断 ・施設職員への情報伝達 ・（避難ルートの確認） 装備品、備蓄品、避難先

・事前休業の判断 への持ち出し品等を点検

し準備）

■大雨注意報 ・状況把握、指揮 ・気象情報、水位情報、 ・避難誘導体制の確認 ・避難に必要な設備や装

■洪水注意報 ・施設職員等召集 避難情報、避難先情報 ・避難ルートの確認 備品、備蓄品、避難先へ

■高潮注意報 ・（避難開始判断） 等の収集 ・（避難誘導開始） の持ち出し品等を点検し

・施設職員や避難支援 準備

協力者へ連絡 ・移動用車両の手配

■高齢者等避難 ・状況把握、指揮 ・気象情報、水位情報、 ・避難誘導開始 ・要配慮者等の装備品

■洪水警報 ・避難開始判断 避難情報等の収集 の装着

■氾濫警戒情報 ・利用者家族等への連絡 ・移動用車両の確保

■高潮注意報 ・市町村等への連絡 ・避難先への持ち出し品

■大雨警報（土砂災害） 等を運搬

■避難指示 ・状況把握、指揮 ・市町村等への連絡 ・避難完了の確認 ・避難先での持ち出し品

■氾濫危険情報 ・避難先での利用者支援 ・避難先での利用者支援 等の管理

■高潮警報 の監督 ・（緊急安全確保の誘導）

■高潮特別警報 ・（緊急安全確保の判断）

■土砂災害警戒情報

■緊急安全確保 ・緊急安全確保

■大雨特別警報

■氾濫発生情報

記載例
別紙３

施設型タイムラインの設定
※全体を指揮 ※情報収集や伝達 ※利用者の避難支援 ※設備や装備品等の点検・準備

警戒レベル4

警戒レベル5

統括指揮者

防災気象情報、避難情報

情報連絡班

警戒レベル２

警戒レベル１

避難誘導班 装備品等準備班

警戒レベル3

① 

② 
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項目番号 様式の目的 

別紙３ 防災体制に入った時の防災行動を確認するためのシートとして整理する 

◆検討のポイント 

（チェック） （No.） （内容） （参考情報等） 

□  
様式４（５５ページ）と齟齬がないよう作成しま

しょう。 

 

□ ① 
各警戒レベル別の、体制切り替えなどの判断

基準（トリガー）と決めた防災気象情報や避難

情報を記載しましょう。 

 

□  

時間の流れがわかりやすくなるよう、発災ま

での時間の目安を併記しましょう。そのように

工夫することで、実際の避難行動時に活用し

やすい資料となります。 

（参考）発災までの時

間の目安を併記したタ

イムラインの例⇒８１ペ

ージ 

□ ② 
各班、各警戒レベル別の、整理した役割を記載

しましょう。 

 

□   
 

□   
 

□   
 

□   
 

□   
 

◆補足 

・この様式によらず、時系列順に整理したタイムラインとして、自施設独自の様式を作成するこ

とも可能です。 

・タイムラインは、日中や夜間といった避難する時間帯、施設の特性などに応じて、複数のケー

スのものを作成しておくことが必要です。 
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出典：国土交通省HP「避難確保計画の作成・活用の手引き(令和4年3月)」より加工して作成 

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/tebiki.pdf 

【参考情報等】 

（参考）発災までの時間の目安を併記したタイムラインの例 

 

 

 

 

  
発災までの時間の目安を併記した例 
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（１５） その他の様式（自営水防組織関係：別添・別表１・別表２） 

  

自衛水防組織活動要領

（自衛水防組織の編成）
第１条　管理権限者は、洪水時等において避難確保計画に基づく円滑かつ迅速な避難を確
保するため、自衛水防組織を編成するものとする。
２　自衛水防組織には、統括管理者を置く。
（１）統括管理者は、管理権限者の命を受け、自衛水防組織の機能が有効に発揮できるよう
組織を統括する。
（２）統括管理者は、洪水時等における避難行動について、その指揮、命令、監督等一切の
権限を有する。
３　管理権限者は、統括管理者の代行者を定め、当該代行者に対し、統括管理者の任務を
代行するために必要な指揮、命令、監督等の権限を付与する。
４　自衛水防組織に、班を置く。
(１)　班は、総括・情報班及び避難誘導班とし、各班に班長を置く。
(２)　各班の任務は、別表１に掲げる任務とする。
(３)  防災センター（最低限、通信設備を有するものとする）を自衛水防組織の活動拠点と
し、防災センター勤務員及び各班の班長を自衛水防組織の中核として配置する。

（自衛水防組織の運用）
第２条　管理権限者は、施設職員の勤務体制（シフト）も考慮した組織編成に努め、必要な
人員の確保及び施設職員等に割り当てた任務の周知徹底を図るものとする。
２　特に、休日・夜間も施設内に利用者が滞在する施設にあって、休日・夜間に在館する施
設職員等のみによっては十分な体制を確保することが難しい場合は、管理権限者は、近隣
在住の施設職員等の非常参集も考慮して組織編成に努めるものとする。
３　管理権限者は、災害等の応急活動のため緊急連絡網や施設職員等の非常参集計画を
定めるものとする。

（自衛水防組織の装備）
第３条　管理権限者は、自衛水防組織に必要な装備品を整備するとともに、適正な維持管
理に努めなければならない。
(１)　自衛水防組織の装備品は、別表２「自衛水防組織装備品リスト」のとおりとする。
(２)　自衛水防組織の装備品については、統括管理者が防災センターに保管し、必要な点検
を行うとともに点検結果を記録保管し、常時使用できる状態で維持管理する。

（自衛水防組織の活動）
第４条　自衛水防組織の各班は、避難確保計画に基づき情報収集及び避難誘導等の活動
を行うものとする。

記載例
別添
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  自衛水防組織の編成と任務

 統括管理者 ( ) ( 代行者 )

状況の把握
名 洪水予報等の情報の収集

情報内容の記録
館内放送等による情報伝達
関係者及び関係機関との連絡

） 避難誘導の実施
）名 未避難者、要救助者の確認

記載例
別表１

 総括・情報班

 避難誘導班

○
）

）

役割

役割

○○○○

・

班長 （ 管理職員 □
班員 （ ○ □

・
・ ○○○○

施設長 事務長

担当者

班長 （ 管理職員 □
班員 （ □

・ ○○○○ □
○○○○ □

□

担当者

自衛水防組織装備品リスト

記載例
別表２

　任務 　装備品

 総括・情報班 名簿（施設職員、利用者等）

 避難誘導班 様式５避難確保資器材一覧に掲げるもの。



84 
 

第４章  計画の提出とその後の取組 

 

（１）計画の提出について 

第１章でも触れたとおり、作成（修正）した避難確保計画については、速やかに市町へ提出

（報告）する必要があります。提出窓口や提出方法は市町によって異なりますが、市町独自の

様式・方法などの決まりがない場合は、基本的に以下の要領で提出できるよう準備し、各市町

の担当窓口へ提出しましょう。 

 

①計画書作成（変更）したことの報告様式（資料【No.５】計画作成（変更）報告様式）により、鏡

文書を作成する。 ※提出先の市町によっては、独自に様式を定めている場合があります。

あらかじめ市町窓口へ確認しておきましょう。 

 

②①で作成した文書を計画書の頭に添付し、各市町の担当窓口へ提出する。 

 

※次ページに記載例を掲載 
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（計画の報告様式記載例） 
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（2）計画作成後の取組 

計画作成後は、継続的に見直しを行っていくことが重要です。 

具体的には、以下のＰＤＣＡサイクルで計画の実効性を高めていく取り組みを進めましょう。 

 

 

 

■「やるべきこと」でなく「できること」を増やす 

計画作成時は、「やるべきこと＝必要性」の観点で検討しますが、計画作成後は計画した内容を

「できること＝着実性」としていく取組をとして『避難訓練』と『振り返り』を行いましょう。 

 

■常に疑問の姿勢で取り組む 

計画で想定したとおりに災害が発生するとは限らず、実際の災害時の職員や利用者の状況も

様々です。避難訓練では、経験や前例だけに囚われず、「想定外はないか」「より効果的に避難で

きる工夫がないか」といった視点で、作成した計画を確認しましょう。 

 

■助け合いにより解決できることがある 

「施設単独でできること」以外に、「施設単独では解決できないこと」があるかもしれません。その

ような場合、地域関係者や他の施設など、地域との連携によって解決「できること」を増やすこと

が可能です。まずは、地域との関わりを持つことから始め、解決の糸口を探りましょう。 
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第５章  参考資料 

 

（１） リンク集 

 

本手引きでは、以下の「○○」の名称が記載されているものは、その情報サイト又は該当ページの

ことを指します。 

 

「防災みえ.jp」 

…https://www.bosaimie.jp/  

 

 

 

 

 

「防災みえ．ｊｐ メール配信サービス」 

…

https://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/50477007946.htm 

 

 

 

 

「三重県土砂災害情報提供システム」 

…https://www.sabo.pref.mie.jp/Top.aspx 

 

 

 

 

 

「ハザードマップポータルサイト」 

https://disaportal.gsi.go.jp/ 

 

 

https://www.bosaimie.jp/
https://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/50477007946.htm
https://www.sabo.pref.mie.jp/Top.aspx
https://disaportal.gsi.go.jp/
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